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検
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き

　
　
　
現
行
民
法
典
の
財
産
法
の
諸
規
定
に
つ
い
て
、
星
野
英
一
教
授
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
起
源
を
も
つ
規
定
が
か
な
り
多
い
こ
と
が
指

説
摘
さ
れ
・
各
条
文
の
母
法
が
逐
次
明
ら
か
に
さ
れ
検
討
が
な
さ
れ
て
い
観
黙
思
民
法
典
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
系
譜
的
に
み
て
連
続
性
を

論
　
も
っ
と
し
て
も
・
そ
れ
は
旧
民
法
を
媒
介
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
梅
謙
次
郎
起
草
委
員
は
現
行
民
法
案
の
提
案
に
際
し
て
、
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説
苛
法
修
正
案
の
要
笹
を
説
明
し
て
い
る
が
、
・
て
の
凹
目
頭
に
お
い
て
、
「
此
度
提
出
に
相
成
り
ま
し
た
民
法
修
正
饗
、
元
の
矢
張
民

論
　
法
を
基
礎
と
致
し
て
、
唯
従
来
の
日
本
の
慣
行
を
調
べ
ま
し
て
、
又
外
国
の
法
律
で
も
…
…
ソ
レ
ソ
レ
取
調
べ
」
と
述
べ
（
状
態
朝
日
新
聞

　
　
明
治
二
九
年
三
月
七
日
）
、
明
治
民
法
、
と
く
に
現
行
民
法
の
中
の
財
産
法
は
旧
民
法
の
修
正
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ

　
　
の
こ
と
を
裏
書
ぎ
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
つ
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

　
　
て
、
野
田
良
之
教
授
は
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
も
ち
ろ
ん
自
分
の
母
国
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
そ
の
起
草
の
土
台
に
据
え
た
が
、
し

　
　
か
し
、
来
日
前
か
ら
す
で
に
比
較
法
的
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
当
時
参
照
し
う
べ
き
各
国
の
立
法
例
を
で
ぎ
る
か
ぎ
り
参
考

　
　
と
し
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
自
体
に
つ
い
て
も
、
施
行
後
七
〇
年
間
の
問
に
立
法
・
学
説
・
判
例
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
と
り
い
れ
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
栗
塚
報
告
員
は
法
律
委
員
会
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
自

　
　
身
の
見
解
を
織
込
み
な
が
ら
起
草
し
た
旨
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
御
参
考
迄
二
五
シ
マ
ス
ガ
喧
来
此
法
律
ノ
書
方
ハ
各
自
官

　
　
民
彼
我
ノ
交
際
ヲ
馬
決
、
倉
見
一
個
人
々
ゐ
々
関
係
ヲ
定
メ
テ
居
ル
民
法
デ
ア
リ
ナ
ガ
ラ
斯
ウ
シ
タ
ラ
宜
イ
デ
ア
ラ
ゥ
斯
ウ
云
フ
モ
ノ
デ

　
　
ァ
ル
ゾ
ヨ
ト
示
ス
法
文
デ
此
案
ノ
立
テ
方
ハ
日
本
デ
見
レ
バ
斯
ウ
立
タ
ラ
宜
ヵ
ラ
ウ
ゾ
之
レ
ナ
レ
バ
何
所
ノ
法
律
ニ
モ
ナ
イ
宜
イ
所
ヲ
採

　
　
テ
ァ
ル
ゾ
ヨ
ト
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
自
身
モ
書
テ
居
ル
様
デ
ア
リ
ッ
、
ス
、
ソ
レ
デ
一
例
ヲ
挙
レ
バ
直
ク
御
見
分
リ
ニ
ナ
リ
マ
セ
ゥ
、
右
権

　
　
利
ハ
第
四
編
二
之
ヲ
記
載
ス
ル
ト
カ
何
権
利
ハ
特
別
法
ヲ
以
テ
定
メ
ル
ト
顎
脚
フ
様
斜
壁
テ
日
本
ノ
人
二
教
ヘ
テ
呉
レ
ル
様
ナ
姿
ニ
ナ
ッ

　
　
テ
移
動
物
、
留
置
、
先
取
権
ノ
抵
当
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
抵
当
ダ
ト
云
テ
竃
ケ
バ
宜
シ
イ
ニ
ソ
レ
ハ
何
所
ニ
ド
ウ
説
明
カ
ス
ゾ
蓑
ト
云
フ
コ
ト

　
　
ハ
何
所
ノ
法
律
ニ
モ
ナ
イ
、
夫
レ
等
根
削
除
シ
ヤ
ウ
ト
思
ヒ
マ
シ
タ
ガ
、
ケ
レ
ド
モ
、
然
ウ
ス
ル
ト
此
人
ノ
全
体
ノ
旨
意
ヲ
崩
ス
カ
ラ
為

　
　
シ
能
ヒ
リ
、
セ
ソ
デ
手
ヲ
退
キ
マ
シ
タ
」
（
「
法
典
調
査
会
民
法
草
案
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事
筆
記
自
営
一
回
至
論
五
回
」
　
（
学
振
版
）
九
工
裳
一
〇
丁

　
　
表
）
。
さ
ら
に
「
此
案
ハ
成
程
学
理
的
カ
ラ
主
ト
シ
チ
ア
リ
マ
ス
斯
ク
申
シ
テ
ハ
起
案
者
ヲ
評
ス
ル
言
デ
ハ
御
座
イ
マ
セ
ウ
ガ
、
教
科
書

　
　
二
過
ギ
ヌ
様
ナ
一
斗
裁
デ
ア
ル
ト
思
ウ
、
之
ヲ
日
本
ノ
法
律
ト
シ
テ
今
日
行
ヒ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
筆
・
ヲ
加
ヘ
テ
宜
イ
モ
ノ
ナ
レ
バ
四
々
ソ
レ
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ハ
出
来
マ
セ
ソ
全
ク
此
案
ハ
宝
玉
デ
ア
リ
マ
ス
」
（
同
七
丁
表
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
現
行
民
法
の
解
釈
に
当
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
の
母
法
を
ま
ず
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
現
行

民
法
典
の
財
産
法
が
旧
民
法
を
基
礎
に
し
、
そ
れ
を
修
正
し
、
し
か
も
、
旧
民
法
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
手
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
基

礎
と
し
、
諸
外
国
の
立
法
、
学
説
、
判
例
を
参
照
し
な
が
ら
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
旧
民
法
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
比
較
検
討
を
す
る

場
合
に
、
旧
民
法
編
纂
過
程
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
各
種
の
草
案
な
ら
び
に
注
釈
書
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
、
そ
れ
ら
の
草
案
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ど
の
点
が
異
っ
て
い
る
か
を
各
条
文
ご
と
に
明
確
に
し
て
ゆ
く
作
業
を
不
可
欠
と
し
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
旧
民
法
編
纂
過
程
は
諸
先
学
の
手
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
身
分
法
関
係
に
関
し
て
は
編
纂
過
程
な
ら
び

藷
草
案
の
籍
は
克
明
に
さ
れ
て
い
る
搬
）
財
産
法
に
関
し
て
は
不
明
な
点
も
多
い
。
わ
た
く
し
は
現
行
民
法
の
各
委
の
母
法
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
下
掲
の
よ
う
な
旧
民
法
財
産
編
の
逐
条
の
比
較
考
証
の
用
意
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
に
と
っ
て
不
可
欠

で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
各
種
の
諸
軍
案
、
注
釈
書
が
ど
う
い
う
順
序
で
い
つ
出
さ
れ
た
の
か
の
問
題
す
ら
も
必
ず
し
も
明
ら

か
で
な
い
事
情
の
下
で
、
諸
草
案
、
注
釈
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
の
思
い
違
い
や
重
要
な
草
案
の
見
落
し
が
あ
る
こ
と
を
催

れ
て
い
る
・
、
そ
こ
で
、
さ
し
あ
た
り
、
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
や
そ
の
他
の
資
料
を
基
礎
に
し
て
、
編
纂
の
事
情
を
可
能
な
か
ぎ
り
明
ら
か

に
し
、
わ
た
く
し
の
閲
覧
で
き
た
諸
草
案
を
位
置
づ
け
る
作
業
を
行
い
、
あ
え
て
法
制
史
家
の
御
教
示
を
得
た
い
と
願
い
、
本
稿
を
執
筆

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
法
学
部
は
大
正
一
三
年
に
創
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
文
献
や
旧
民
法
関
係
の
諸
資
料
は
か
な
り

豊
富
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
常
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
た
故
武
藤
智
雄
先
生
や
吉
田
道
也
先
生
の
資
料
収
集

の
御
尽
力
の
賜
物
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
御
努
力
に
敬
意
を
表
し
、
こ
よ
な
く
書
物
を
愛
さ
れ
る
吉
田
先
生
の
還
暦
に
当
り
、
拙

き
一
文
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
身
分
法
に
関
し
て
も
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
情
に
つ
い
て
は
で
き
る

39（2－4．129）275



論説

だ
け
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
1
）
星
野
英
一
・
民
法
論
集
第
一
巻
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
五
年
）
七
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
外
国
法
の
摂
取
ー
フ
ラ
ソ
ス
法
」
外
国
法
と
日
本
法
（
現
代
法
一
四
）
　
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）

　
　
一
九
一
頁
。

（
3
）
こ
の
よ
う
な
作
業
が
と
く
に
必
要
な
こ
と
は
、
す
で
に
野
田
良
之
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
野
田
前
掲
論
文
一
九
八
頁
注
幽
）
。

（
4
）
川
島
一
利
谷
「
民
法
」
（
上
）
（
講
座
「
日
本
近
代
感
発
達
史
5
」
所
収
）
　
（
勤
草
書
房
、
昭
和
三
三
年
）
、
星
野
涌
∵
明
治
民
法
編
纂
史
研
究

　
　
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
一
七
年
）
、
石
井
良
助
・
明
治
文
化
史
2
（
法
制
編
）
　
（
洋
々
社
、
昭
和
二
九
年
）
、
小
早
川
欣
吾
「
蕉
民
法
典
編

　
　
纂
過
程
と
奮
民
法
典
に
対
す
る
論
争
に
就
い
て
」
　
（
「
続
明
治
法
制
叢
考
」
所
収
）
　
（
山
口
書
房
、
昭
和
一
九
年
冒
。
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一
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
民
法
編
纂
の
開
始
の
時
期

　
い
わ
ゆ
る
一
一
年
民
法
は
明
治
九
年
六
月
一
日
以
後
同
一
一
年
四
月
一
七
日
目
で
の
歳
月
を
要
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ソ
ス
民
法
の
直
訳
で
あ
っ
た
た
め
に
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
大
木
喬
任
司
法
卿
は
明
治
一
二
年
忌
司
法
省
の
中
に
修
補
課
を
お

き
、
司
法
部
内
の
者
と
各
裁
判
所
の
法
官
を
修
補
委
員
に
任
じ
、
民
法
の
修
補
を
開
始
し
、
こ
の
起
草
掛
は
箕
作
麟
祥
、
磯
部
四
郎
で
あ

　
　
（
2
）

つ
た
。
大
体
こ
の
と
き
か
ら
民
法
編
茶
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
明
治
ニ
ニ
年
三
月
、
太
政
心
中
に
法
制
部
な
ど
の
六
部
が
設
置
さ
れ
、
　
大
木
は
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
　
法
制
部
主
管
に
な

り
、
民
法
編
纂
事
務
は
太
政
官
の
法
制
部
で
続
け
ら
れ
た
が
、
大
木
参
議
は
同
年
四
月
一
三
日
に
「
民
法
編
纂
ノ
議
」
を
三
条
実
美
太
政

大
臣
に
上
申
し
、
四
月
三
〇
日
、
こ
の
上
申
が
認
め
ら
れ
、
大
太
は
民
法
編
纂
総
裁
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
大
木
参
議
は
同
年
五
月
二
五
日
、

民
法
編
纂
に
関
す
る
三
事
項
を
自
己
の
権
限
事
項
と
し
た
い
旨
の
願
い
出
を
し
、
　
二
六
日
に
は
そ
の
許
可
を
受
け
、
　
六
月
二
日
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
民
法
編
纂
局
章
程
」
を
定
め
、
第
一
報
の
分
任
員
が
「
編
纂
ノ
本
案
ヲ
起
草
シ
及
ヒ
翻
訳
庶
務
ノ
事
ヲ
」
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
一
課
の
分
離
員
は
元
老
院
議
官
箕
作
麟
祥
、
司
法
権
大
書
記
官
兼
太
政
官
権
大
書
記
官
黒
川
誠
一
郎
、
太
政
官
鮮
少
書
記
官
磯
部
四
郎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
磯
部
四
郎
は
起
草
の
状
況
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
箕
作
、
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
、
黒
川
ノ
三
氏
及
ヒ
余
ハ
起
草
委
員
ト
為
り
専
ラ
草
案
編
成
二
従
事
セ
リ
藍
シ
起
草
ハ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
主
管
シ
タ
ル
所
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

リ
ト
難
モ
我
力
風
土
人
情
ノ
宜
キ
ニ
適
ス
ル
モ
ノ
ト
思
考
ス
ル
ノ
件
々
ヲ
一
々
同
民
（
氏
）
二
報
知
シ
テ
之
ヲ
編
成
セ
シ
ム
ル
可
ヲ
怠
ラ

サ
レ
ハ
起
草
委
員
ノ
大
二
与
リ
テ
カ
ア
ル
所
ト
ス
」
。

　
つ
い
で
、
大
木
総
裁
の
上
申
に
基
づ
き
同
年
六
月
一
日
か
ら
民
法
編
纂
局
は
元
老
院
に
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
は
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

四
年
五
月
に
は
編
纂
を
終
了
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
編
纂
は
主
と
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
稿
な
い
し
は
口
授
し
た
も
の
を
箕
作

麟
祥
が
翻
訳
し
、
出
来
上
っ
た
も
の
を
逐
次
審
議
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
明
治
一
三
年
九
月
一
〇
日
の
東
京
日
日
新
聞
は
「
中

々
の
事
業
ゆ
え
容
易
に
功
を
儲
る
ま
じ
と
の
こ
と
、
又
其
の
体
裁
を
前
記
の
如
く
我
が
慣
習
と
青
墨
民
法
と
を
参
酌
し
て
壁
書
の
法
則
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
ら
る
る
見
込
な
り
」
と
報
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
手
に
よ
る
民
法
編
纂
の
事
業
は
明
治
十
一
年
民
法
草
案
が
廃
棄
さ
れ
た
後
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
か
は
詳
か
で
は
な
く
、
意
見
も
分
か
れ
て
い
る
。
石
井
良
助
博
士
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
民

法
編
纂
議
」
に
「
本
年
一
月
ヨ
リ
再
ビ
委
員
ヲ
会
シ
、
某
議
ヲ
遂
ゲ
、
改
革
二
着
手
候
処
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
明
治
二
二
年
一
月
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

降
の
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
時
期
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
民
法
編
纂
に
タ
ッ
チ
し
た
者
を
含
め
て
、
明
治
一
二
年
置
ら
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ソ
ナ
ー
ド
は
編
纂
に
着
手
し
た
と
み
る
も
の
が
多
い
。

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
み
ず
か
ら
は
大
木
参
議
が
民
法
草
案
の
編
纂
を
わ
た
く
し
た
ち
に
委
託
し
た
の
は
明
治
一
二
年
三
月
（
一
八
七
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
九
州
大
学
法
学
部
所
蔵
の
『
民
法
草
案
二
付
テ
ノ
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
』
脚
註
添
書

　
財
産
篇
之
恩
義
一
至
三
』
の
表
紙
に
は
、
　
「
第
一
ヨ
リ
第
百
三
十
五
マ
デ
明
治
一
六
年
七
月
卒
業
ノ
際
曾
テ
貸
与
サ
レ
タ
儘
下
賜
ヲ
受
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ク
　
小
幡
虎
三
郎
」
と
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
司
法
沿
革
誌
に
は
、
明
治
一
六
年
七
月
法
学
生
徒
九
二
名
、
旧
出
仕
生
徒
三
九
名
に
卒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

証
状
を
授
与
す
る
と
あ
る
か
ら
、
　
小
幡
虎
三
郎
は
こ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
　
『
自
一
至
三
』
の
巻
に
は
、

「
照
査
課
印
」
と
「
消
印
」
が
、
　
『
二
四
至
六
』
以
下
の
巻
に
は
、
　
「
司
法
省
生
徒
課
印
」
と
「
消
印
」
が
そ
れ
ぞ
れ
押
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
み
る
と
、
照
査
課
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
二
日
に
司
法
省
中
に
他
の
七
課
（
内
記
、
庶
務
、
編
纂
、
翻
課
、
書
籍
、
学
校
、
会

計
）
と
と
も
に
設
置
さ
れ
、
　
明
治
二
二
年
五
月
二
五
日
に
廃
止
に
な
り
、
　
以
後
法
学
生
徒
に
関
す
る
事
務
は
生
徒
課
に
分
属
せ
し
め
ら

れ
、
こ
の
生
徒
課
は
明
治
一
四
年
一
一
月
二
八
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
　
『
自
一
至
三
』
の
巻
は
明
治
一
三
年
五
月
二
五
日
以
前
の

時
期
に
刊
行
さ
れ
、
　
『
自
画
至
六
』
以
下
の
巻
は
同
年
五
月
二
五
日
か
ら
明
治
一
四
年
一
一
月
二
八
日
目
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
一
二
年
中
に
す
で
に
起
草
に
と
り
か
か
り
、
最
初
の
方
か
ら
稿
が
成
る
や
否
や
、
逐
次
刊
行
し

た
の
が
二
二
年
の
初
頭
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
草
案
は
た
だ
ち
に
法
科
の
教
課
に
用
い
て
練
習
討
議
の
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
た
と
推
測
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
、
鴫
壁
へ
）
蒼
傷
①
O
o
鳥
①
9
＜
一
一
娼
。
耳
目
、
国
旨
嘗
お
含
智
℃
O
P
＞
0
8
ヨ
忌
ひ
q
幕
伽
、
虹
づ
8
ヨ
ヨ
Φ
昌
、

け
9
眸
Φ
噛
鐸
O
．
じ
ご
。
岡
ω
ω
◎
昌
巴
①
増
け
H
も
Φ
P
蕊
Q
。
卜
。
、
．
蟻
）
．
．
〉
＜
①
居
江
ω
ω
Φ
臼
Φ
簿
．
、
で
は
、
　
「
本
巻
は
も
っ
ぱ
ら
民
法
編
纂
委
員
会
が
使
用
す

る
た
め
に
、
す
で
に
一
八
八
○
年
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
草
案
の
第
一
巻
と
第
二
巻
の
第
二
版
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
、

仏
文
の
財
産
編
第
一
部
物
権
は
、
明
治
二
二
年
に
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
仏
文
草
案
に
つ
い
て
は
未
見
で

あ
る
が
、
こ
の
仏
文
草
案
が
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
前
掲
草
案
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。
従
来
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
最
初
の
民
法
草

案
は
、
　
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
民
法
草
案
財
産
罪
講
義
　
壱
　
物
権
之
部
』
　
（
司
法
省
、
加
太
邦
憲
、
一
瀬
勇
三
郎
、
藤
林
忠
良
共

晶
第
二
篇
財
産
　
一
一
二
九
丁
）
』
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
『
講
義
』
は
第
一
回
が
明
治
一
三
年
五
月
一
四
日
に
始
ま
っ
て

　
　
　
（
1
2
）

い
る
か
ら
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
前
述
の
民
法
草
案
が
出
さ
れ
て
お
り
、
両
老
の
問
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
。

　
　
（
1
）
＝
年
民
法
に
関
し
て
は
、
手
塚
豊
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
瀧
川
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
②
日
本
史
篇
（
昭
和
三
二
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年
）
、
と
く
に
八
四
八
一
八
五
〇
頁
が
新
し
い
論
文
で
あ
る
。

（
2
）
小
早
川
欣
吾
「
奮
民
法
典
編
纂
過
程
と
蕉
民
法
典
に
対
す
る
論
争
に
就
い
て
」
（
『
続
明
治
法
制
愚
考
』
山
口
書
店
、
昭
和
一
九
年
）
二
二
頁
。

　
　
大
槻
文
規
・
箕
作
麟
明
君
伝
（
丸
善
株
式
会
社
、
明
治
四
一
年
＝
月
）
の
年
譜
に
は
、
箕
作
は
明
治
＝
一
年
三
月
六
日
に
修
補
委
員
に
任
命

　
　
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
石
井
良
助
「
民
法
編
纂
局
ノ
開
設
」
法
律
時
報
三
〇
巻
九
号
（
昭
和
三
三
年
）
八
八
i
八
九
頁
、
な
お
、
三
項
目
上
申
、
民
法
編
集
局
章
程
に

　
　
つ
い
て
は
、
岡
田
亥
之
三
朗
「
蕉
民
法
編
纂
沿
革
」
法
曹
会
雑
誌
九
巻
六
号
四
二
頁
、
日
本
学
術
振
興
会
・
蕾
民
法
編
纂
沿
革
外
六
点
に
も
収

　
　
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
磯
部
四
郎
・
大
日
本
十
寸
民
法
釈
義
　
財
産
編
第
壱
部
物
権
之
部
（
長
島
書
房
、
明
治
二
三
年
＝
一
月
二
九
日
初
版
）
緒
言
一
四
一
一
五
頁
。

（
5
）
東
京
日
日
新
聞
明
治
＝
二
年
一
〇
月
四
日
は
「
民
法
は
昨
今
委
員
の
編
成
中
に
て
御
雇
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
見
込
に
て
は
、
来
一
四
年
五
月

　
　
に
は
業
を
終
る
べ
き
と
の
耳
な
れ
ど
も
、
本
条
多
く
は
同
氏
の
口
授
に
出
つ
る
を
邦
語
に
訳
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
時
と
し
て
疑
問
数
回
に
及
べ

　
　
る
事
も
あ
り
て
思
ひ
し
ょ
り
は
時
日
を
費
す
べ
き
か
と
の
咄
を
聞
け
り
と
述
べ
て
い
る
」
。

（
6
）
大
槻
文
規
・
箕
作
麟
祥
君
伝
の
磯
部
四
郎
の
談
（
明
治
三
四
年
八
月
三
日
）
一
＝
二
頁
、
津
田
真
道
の
談
（
明
治
三
六
年
七
月
二
四
日
）
一
二

　
　
四
頁
、
磯
部
四
郎
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
法
学
協
会
雑
誌
三
一
巻
八
号
一
五
七
－
一
五
八
頁
参
照
。

（
7
）
石
井
良
助
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
民
法
草
案
財
産
篇
e
』
」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
〇
号
八
四
頁
。
な
お
、
同
博
士
は
こ
の
よ
う
に
推
測
さ

　
　
れ
る
理
由
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
点
を
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
ω
　
小
早
川
教
授
が
紹
介
さ
れ
た
東
京
上
等
裁
判
所
の
二
記
録
」
に
「
明
治
十
二
年
一
月
司
法
省
二
於
テ
民
法
会
議
ヲ
開
ク
」
と
あ
る
が
、

　
　
　
　
こ
の
会
議
は
明
治
十
一
年
草
案
を
審
査
す
べ
き
任
務
を
も
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
箕
作
は
明
治
＝
一
年
三
月
六
日
に
こ
の
委

　
　
　
員
会
の
修
補
委
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
②
　
明
治
十
三
年
一
月
に
民
法
編
纂
会
議
を
開
い
て
、
「
改
革
二
着
手
」
し
た
が
、
「
改
草
」
は
明
治
十
一
年
草
案
を
不
採
用
に
し
て
、
全
く

　
　
　
新
た
な
草
案
を
作
る
意
味
で
、
同
月
よ
り
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
参
加
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
磯
部
の
談
は
約
一
年
間
誤
っ
て
さ
か
の
ぼ
ら
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
石
井
良
助
「
明
治
十
一
年
民
法
草
案
）
⇔
法
律
時
報
三
〇

　
　
　
巻
九
号
八
九
頁
注
ω
参
照
。

（
8
）
磯
部
四
郎
の
談
話
（
明
治
三
四
年
八
月
四
日
）
箕
作
麟
虚
語
伝
＝
O
l
一
一
一
頁
、
今
村
和
郎
・
解
難
（
明
治
二
三
年
七
月
）
五
頁
、
富
井
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政
章
・
民
法
講
義
（
総
則
）
（
明
治
三
四
年
度
講
義
）
一
五
丁
表
、
今
村
和
郎
1
1
亀
山
正
義
・
民
法
正
義
（
財
産
編
）
第
一
巻
巻
之
壱
三
一
頁
、

　
　
加
藤
正
治
「
維
新
以
後
我
国
法
学
通
勢
」
　
（
講
演
）
法
学
志
林
六
巻
四
四
頁
、
井
上
正
一
「
仏
国
民
法
ノ
我
国
掃
出
ホ
シ
タ
ル
影
響
」
仏
蘭
西

　
　
民
法
百
年
記
念
論
集
（
法
政
研
究
会
、
明
治
三
八
年
一
二
月
）
五
九
頁
、
「
民
法
の
由
来
」
　
（
梅
博
士
遺
事
録
㈲
）
法
律
新
聞
八
四
四
号
（
大

　
　
正
二
年
二
月
二
五
日
）
二
五
五
頁
。

（
9
）
O
●
｝
w
。
凶
ψ
ω
二
巴
9
牢
。
｝
簿
鋤
①
O
。
傷
Φ
Ω
琶
℃
・
ロ
ニ
、
寧
ξ
マ
Φ
9
蚕
8
9
＞
8
。
ヨ
℃
轟
幕
麟
、
§
8
B
ヨ
Φ
葺
巴
門
9
¢
7

　
　
昌
○
広
く
Φ
＝
o
ひ
伍
こ
一
Q
O
⑩
9
℃
憎
勲
潜
0
9
0
・
＜
い

（
1
0
）
司
法
省
編
纂
・
司
法
沿
革
誌
（
法
曹
会
、
昭
和
一
四
年
中
八
九
頁
。

（
1
1
）
武
山
助
雄
は
「
彼
ノ
治
外
法
権
ノ
聖
域
内
二
於
テ
ロ
本
ノ
立
法
事
業
二
注
意
シ
テ
怠
ラ
サ
ル
外
国
新
聞
二
丁
ケ
シ
我
立
法
事
業
ノ
記
事
ト
其
他

　
　
二
三
ノ
風
聞
ニ
シ
テ
嬉
々
確
実
ナ
リ
ト
信
ス
ル
所
二
就
キ
之
力
沿
革
ヲ
尋
ル
ニ
・
…
－
第
二
ノ
原
案
ハ
明
治
十
三
年
ノ
起
草
ニ
テ
稿
成
ル
や
之
ヲ

　
　
法
科
ノ
教
課
回
春
ミ
練
習
久
シ
キ
ヲ
経
ル
ノ
開
学
正
二
修
正
ヲ
加
へ
…
…
」
と
こ
の
間
の
事
情
を
述
べ
て
い
る
（
法
典
編
纂
須
急
論
吟
松
堂
、

　
　
明
治
二
二
年
）
六
一
七
頁
。

（
1
2
）
こ
の
『
講
義
』
は
明
治
＝
二
年
一
二
月
の
訳
者
識
が
『
凡
例
』
に
あ
る
が
、
第
一
回
の
明
治
＝
二
年
五
月
一
四
日
に
は
じ
ま
り
、
第
九
〇
回
の

　
　
明
治
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
を
も
っ
て
終
り
、
民
法
草
案
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
の
対
照
講
義
で
あ
る
。
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二
　
明
治
二
〇
年
一
一
月
ま
で
の
草
案

　
明
治
一
四
年
九
月
七
日
の
東
京
日
日
新
聞
は
民
法
編
纂
の
模
様
を
報
じ
、
「
民
法
は
今
編
成
見
な
れ
ど
も
、
本
年
中
に
は
整
頓
に
至
る

ま
で
云
々
と
、
去
る
三
日
の
紙
上
に
も
記
せ
し
が
、
猶
聞
く
と
こ
ろ
に
漏
れ
ば
、
民
法
の
編
制
は
実
ぱ
容
易
な
ら
ざ
る
事
に
て
、
第
一
條

に
始
ま
り
、
第
二
千
四
五
百
條
に
終
る
べ
し
と
、
然
る
に
是
迄
の
調
査
は
未
だ
五
百
余
力
に
満
た
ず
、
是
と
て
も
直
澤
同
様
な
れ
ば
、
悉

く
修
正
と
審
査
を
要
す
る
事
故
、
以
上
四
、
五
の
光
陰
を
費
や
し
、
明
治
十
八
、
九
年
頃
な
ら
で
は
実
施
せ
ら
る
る
場
合
に
は
至
る
ま
じ

と
言
へ
り
」
と
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
、
民
法
草
案
編
纂
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
。



旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
講
義
し
て
い
く
う
ち
に
、
民
法
草
案
の
修
正
、
加
筆
を
逐
次
行
い
つ
つ
刊
行
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
『
ボ
ア

ソ
ナ
吉
氏
起
呼
日
本
民
法
草
案
』
（
同
盟
刊
行
年
召
不
詳
）
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
物
権
に
つ
い
て
は
、
一
応
、
明
塗
五
年

九
貝
第
蔀
物
権
の
修
正
案
を
大
木
荏
総
裁
に
上
呈
し
て
お
り
、
そ
れ
が
晶
日
本
民
法
草
案
』
で
あ
る
。

　
第
二
部
人
権
に
つ
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
一
四
年
一
一
月
二
日
に
第
三
一
四
条
か
ら
第
九
一
回
目
の
講
義
を
開
始
し
、
同

一
四
年
の
一
二
月
と
同
一
五
年
の
七
・
八
・
＝
月
は
休
講
し
て
い
る
が
、
明
治
一
六
年
四
月
六
日
に
第
六
〇
〇
条
に
つ
い
て
の
第
一
八

一
回
の
講
義
を
終
了
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
二
』
人
権
之
部
　
司
法
省
』
で
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
人
権
篇
の
編
纂
が
終
っ
た
時
点
で
、
．
．
勺
δ
噺
9
山
Φ
○
。
α
①
○
才
一
一
b
O
口
『
一
、
国
ヨ
宮
お
α
仁
冒
℃
O
P
》
8
㌣

ヨ
葛
α
q
幕
餌
、
§
o
o
8
日
①
茸
巴
器
b
鍵
○
・
U
d
o
一
ω
ω
o
昌
巴
ρ
け
H
℃
目
一
。
。
・
。
N
一
。
。
。
。
ω
．
、
を
第
二
版
と
し
て
修
正
増
補
し
て
い
る
。
第
一
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
明
治
一
五
年
九
月
三
〇
日
、
第
二
巻
は
明
治
一
六
年
四
月
二
〇
日
の
刊
行
で
あ
る
。
第
二
部
人
権
二
八
七
条
（
第
三
一
四
条
～
第
六
〇

〇
条
）
は
明
円
六
年
四
月
に
で
き
上
っ
た
と
さ
紡
w
こ
れ
も
『
繭
呆
民
法
蔓
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
．
里
六
年
に
は
、
『
ボ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
　
修
正
民
法
草
案
註
繹
（
司
法
省
）
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
一
九
年
三
月
三
一
日
元
老
院
民
法
編
纂
局
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
前
に
大
木
総
裁
よ
り
こ
れ
ま
で
の
民
法
草
案
に
さ
ら
に
修

正
が
加
え
ら
れ
、
　
「
第
二
編
財
産
編
第
一
部
物
権
（
五
〇
一
－
八
一
三
条
）
、
人
権
（
八
一
四
－
一
一
〇
〇
条
）
、
第
三
編
財
産
獲
得
方

法
第
一
部
特
定
名
義
ノ
獲
得
方
法
　
（
一
一
〇
一
一
一
五
〇
二
条
）
」
　
と
し
て
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
。
　
こ
れ
が
、
　
『
民
法
草
案
修
正
案

碧
鉾
二
饗
明
治
三
九
年
三
旦
一
二
日
）
』
で
薮
％
）

　
民
法
編
纂
局
の
閉
鎖
に
際
し
、
大
木
総
裁
が
伊
藤
博
文
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
民
法
第
二
編
第
三
編
の
頒
布
を
建
言
し
た
上
申
書
の
副

　
　
　
　
　
　
ら
　

申
書
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
編
纂
の
目
的
・
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
草
案
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
稿
を
訳
訂
し
た
旨
が
示
さ
れ
、
当
初

の
見
込
み
で
は
五
編
に
分
け
ら
れ
、
　
「
第
一
編
（
人
事
篇
）
第
二
編
（
第
一
部
財
産
篇
）
物
権
（
第
二
部
財
産
篇
）
人
権
第
三
編
第
一
部
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論説

（
特
定
名
義
ノ
獲
得
方
法
）
第
二
部
（
包
括
名
義
ノ
獲
得
方
法
）
家
督
相
続
包
括
ノ
贈
爵
遺
嘱
夫
婦
財
産
ノ
契
約
等
第
四
編
（
債
権
ノ
削

髪
）
即
保
謹
連
帯
質
物
先
取
特
権
抵
当
権
等
第
五
編
（
澄
嫁
篇
）
即
チ
一
切
ノ
物
権
人
権
及
親
族
ノ
権
利
ニ
エ
、
普
通
可
用
者
」
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
第
四
編
、
第
五
編
は
「
同
氏
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
i
注
一
筆
者
）
ノ
草
案
未
生
成
ラ
サ
ル
ニ
因
リ
澤
継
目
薯
手
ス
ル
能
ハ
ス
」
、

第
一
編
、
第
三
編
第
二
部
は
「
深
ク
本
邦
ノ
風
俗
習
慣
ヲ
掛
酌
シ
テ
宜
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
ハ
人
民
ノ
将
二
掩
撃
二
軸
ヘ
サ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
」

熟
考
す
る
た
め
に
姑
く
見
合
せ
、
第
三
編
か
ら
著
歯
し
た
と
さ
れ
、
た
だ
、
第
一
編
の
条
数
を
五
〇
〇
条
と
予
定
し
た
た
め
、
第
二
編
の

首
条
は
第
五
〇
一
条
を
も
っ
て
始
め
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
ら
の
草
案
は
明
治
一
九
年
一
一
月
に
疋
老
院
の
議
定
に
付
せ
ら
れ
た
が
、
逐
条
審
議
も
不
可
能
な
の
で
調
査
委
員
が
選
任
さ
れ
た

も
の
の
、
な
ん
ら
の
議
事
も
行
わ
れ
ず
、
明
治
二
〇
年
四
月
一
四
日
、
井
上
馨
外
務
卿
の
要
請
に
基
づ
き
院
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

草
案
は
内
閣
法
制
局
に
返
付
さ
れ
た
。

　
他
方
、
こ
れ
よ
り
さ
き
、
輩
老
院
の
民
法
編
曲
局
の
閉
鎖
後
、
そ
の
事
務
は
司
法
省
に
引
き
継
が
れ
、
明
治
一
九
年
四
月
一
日
、
に
民

法
編
纂
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
同
省
で
も
っ
ぱ
ら
人
事
編
の
起
草
が
な
さ
れ
、
　
そ
の
委
員
に
は
、
　
南
部
甕
男
、
光
妙
寺
三
郎
、
井
上
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

一
、
熊
野
敏
三
、
高
野
真
遜
、
菊
池
武
夫
、
小
松
曲
節
、
今
村
信
行
、
磯
部
四
郎
が
任
じ
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
明
治
一
九
年
八
月
六
日
、
外
務
省
に
法
律
取
調
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
委
員
長
は
外
務
卿
井
上
馨
、
委
員
に
は
特
命
全
権
大

使
西
園
寺
公
望
、
司
法
次
官
三
好
退
蔵
、
内
閣
法
律
顧
問
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
司
法
省
雇
顧
問
力
ー
ク
ー
ド
、
同
ル
ー
ド
ル
フ
が
な
り
、
法

律
取
調
書
記
に
は
今
村
和
郎
、
栗
塚
省
吾
、
本
多
康
直
、
出
浦
力
雄
、
な
ど
が
選
ば
れ
、
同
二
〇
年
四
月
に
は
法
律
取
調
委
員
が
追
加
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

命
さ
れ
た
が
、
民
法
草
案
は
こ
の
取
調
委
員
会
に
送
付
さ
れ
て
取
調
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
取
調
委
員
会
ぱ
同
二
〇
年
に
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

構
成
法
を
議
了
し
、
民
法
の
取
調
べ
を
始
め
よ
う
と
し
た
矢
さ
き
に
条
約
改
正
の
中
止
の
議
論
が
生
じ
、
井
上
馨
が
辞
職
す
る
事
態
に
た

ち
至
っ
た
。
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旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

（
1
）
箪
一
巻
の
九
大
法
学
部
所
蔵
本
の
〈
〉
〈
霞
一
一
ω
器
ヨ
⑦
三
V
の
ま
え
に
、
，
↓
o
宏
9
一
Φ
ω
O
ω
Φ
℃
8
乙
部
Φ
一
。
。
。
。
N
、
、
と
さ
れ
、
．
、
竃
貯
の
δ
ξ

　
　
O
ひ
q
箆
日
拶
犀
舞
○
、
、
に
捧
げ
る
献
辞
が
あ
る
。

（
2
）
石
井
良
助
●
明
治
文
化
史
2
（
法
制
編
）
　
（
洋
々
社
昭
和
二
九
年
）
五
＝
一
頁
・
石
井
良
助
博
士
は
こ
れ
を
「
礪
民
法
草
案
」
と
称
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
艮

　
　
る
Q

（
3
）
　
「
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
修
正
民
法
草
案
註
繹
（
司
法
省
第
二
編
人
権
（
全
）
』
第
二
編
第
二
部
人
権
即
債
権
並
二
義
務
ノ
総
則
第
八
一
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騒

　
　
－
第
＝
○
○
条
」
の
「
序
」
に
明
治
一
六
年
四
月
三
日
の
日
付
が
あ
る
。
な
お
、
小
早
川
前
掲
書
二
七
六
頁
注
四
五
を
参
照
。

（
4
）
石
井
良
助
博
士
が
修
正
民
法
ま
た
は
修
正
民
法
草
案
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
石
井
前
掲
明
治
文
化
史
2
、
五
一
二
頁
、
同
「
民
法
草
案
人

　
　
事
編
理
由
書
解
題
」
　
（
石
井
編
・
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
法
律
篇
（
上
）
（
昭
和
三
四
年
風
闇
書
房
）
五
頁
。

（
5
）
内
閣
官
房
編
・
内
閣
制
度
七
十
年
史
（
昭
和
三
〇
年
）
三
八
六
i
三
八
七
頁
。

（
6
）
石
井
良
助
前
掲
明
治
文
化
史
2
、
五
＝
二
頁
。
な
お
、
内
閣
か
ら
磯
部
四
郎
、
熊
野
敏
三
が
内
閣
委
員
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
岡
田
前
掲
同
資

　
　
料
四
八
頁
）
。

（
7
）
小
早
川
前
掲
論
文
工
五
一
頁
。
元
老
院
に
廻
さ
れ
た
草
案
が
院
議
を
経
る
こ
と
な
く
法
制
局
に
返
付
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
磯
部
四
郎
は
つ

　
　
ぎ
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
　
「
元
老
院
二
廻
ハ
サ
レ
タ
草
按
等
モ
何
事
政
府
ノ
都
合
テ
院
議
ヲ
経
ス
シ
テ
法
制
局
二
草
案
ヵ
返
付
サ
レ
マ
シ
タ
、

　
　
私
共
ハ
政
府
委
員
ト
ナ
ッ
テ
元
老
院
二
出
マ
シ
タ
カ
何
ノ
議
事
モ
ナ
ク
其
時
ハ
延
期
ニ
ナ
ッ
テ
仕
舞
ヒ
マ
シ
タ
、
併
シ
ナ
カ
ラ
後
二
至
リ
テ
草

　
　
按
返
付
ノ
理
由
力
分
リ
マ
シ
タ
、
ソ
レ
ハ
ト
ウ
イ
フ
澤
テ
ア
ッ
詮
議
ト
イ
フ
ト
、
丁
度
室
外
時
カ
ラ
條
約
改
正
ノ
問
題
力
起
ッ
テ
来
マ
シ
テ
井

　
　
上
候
爵
力
外
務
大
臣
ト
ナ
ッ
テ
、
法
律
取
調
局
ト
イ
フ
モ
ノ
ヲ
外
務
省
日
置
カ
レ
総
テ
法
律
ノ
上
足
ヲ
外
交
談
判
二
明
示
シ
テ
我
帝
国
ハ
斯
ク

　
　
ノ
如
キ
立
派
ナ
法
律
ヲ
布
ク
ノ
テ
ア
ル
カ
ラ
、
国
際
上
治
外
法
権
ナ
ル
乱
暴
ナ
モ
ノ
ヲ
爾
来
維
持
ス
ル
必
要
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
以
テ

　
　
頻
り
ニ
法
権
ノ
撤
去
ヲ
促
カ
シ
、
又
一
方
ニ
ハ
西
洋
舞
踏
ノ
似
疑
ヲ
シ
テ
欧
米
人
ヲ
嬉
シ
カ
ラ
セ
テ
外
交
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ソ
コ
ト
ヲ
カ
メ
ラ
レ

　
　
タ
リ
今
更
ラ
考
ヘ
ル
ト
変
テ
コ
サ
イ
マ
ス
カ
瞬
時
政
府
ハ
條
約
改
正
二
軍
シ
交
際
國
二
戸
テ
治
外
法
権
ヲ
拗
棄
ス
ル
ニ
至
レ
ハ
斯
カ
ル
立
派
ナ

　
　
法
律
ヲ
實
行
ス
ル
モ
宜
シ
カ
ラ
ソ
カ
、
若
シ
然
う
ス
シ
テ
従
来
ノ
如
ク
法
権
ヲ
維
持
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
敢
テ
新
法
ノ
作
成
ヲ
急
ク
ノ
必
要
ナ
シ
ト

　
　
考
ヘ
タ
ル
所
ヨ
リ
法
按
ノ
議
事
ヲ
中
止
シ
テ
総
テ
之
ヲ
外
務
省
ノ
法
律
取
調
局
ヲ
送
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
承
ハ
リ
テ
居
り
マ
ス
」
（
「
民
法
編
纂
由

　
　
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
法
協
三
一
巻
八
号
一
六
〇
t
＝
ハ
一
頁
）
。
な
お
、
金
子
堅
太
郎
「
講
演
」
法
曹
会
雑
誌
＝
巻
一
号
（
昭
和
八
年
）
三

　
　
〇
頁
参
照
。
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論説

（
8
）
磯
部
前
掲
大
日
本
新
典
民
法
群
義
一
五
－
一
六
頁
、
岡
田
前
掲
資
料
四
七
－
四
八
頁
。

（
9
）
小
早
川
前
掲
論
文
二
五
四
頁
、
金
子
前
掲
講
演
三
〇
頁
。

（
一
0
）
今
村
前
掲
解
難
七
頁
。

三
　
法
律
取
調
委
員
会

　
つ
い
で
、
明
治
二
〇
年
一
一
月
四
日
に
、
法
典
編
纂
の
事
業
を
完
成
す
る
た
め
に
、
司
法
省
に
法
律
取
調
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
司
法

大
臣
山
田
顕
義
が
委
員
長
、
細
川
潤
次
郎
ほ
か
一
三
名
が
委
員
、
そ
の
他
若
干
名
の
報
告
委
員
が
選
ば
れ
て
、
民
法
芭
案
の
取
調
べ
が
分

　
　
　
ヘ
エ
　

担
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
の
議
定
に
付
さ
れ
た
民
法
草
案
に
つ
い
て
、
　
『
解
難
』
は
「
墨
汁
大
木
伯
上
申
セ
シ
所
ノ
財
産
篇
、
財
産
取
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篇
及
ヒ
薦
來
起
草
セ
ル
債
権
憺
二
黒
、
誰
嫁
篇
ナ
リ
」
と
述
べ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
明
治
二
〇
年
一
一
月
ま
で
に
完
成
さ
れ
た
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

草
案
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
司
法
省
の
法
律
取
調
委
員
会
の
組
織
は
法
律
取
調
委
員
と
同
報
告
委
員
の
二
種
に
区
別
さ
れ
、
取
調
委
員
は
既
成
の
草
案
を
議
定
評
決

す
る
権
利
を
も
ち
、
報
告
委
員
は
議
案
の
調
査
説
明
の
事
務
を
掌
っ
た
が
、
原
案
起
草
は
民
法
の
財
産
法
に
つ
い
て
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

商
法
に
関
し
て
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
両
法
律
顧
問
が
担
当
し
た
。

　
同
委
員
会
の
事
務
の
分
担
に
つ
い
て
、
報
告
委
員
磯
部
四
郎
に
よ
れ
ば
、
民
法
、
商
法
、
訴
訟
法
等
の
各
組
合
を
お
ぎ
、
そ
の
各
組
合

で
討
議
決
定
し
た
草
案
を
委
員
会
議
に
提
出
す
る
と
い
う
順
序
が
と
ら
れ
た
。
各
組
服
毒
に
は
取
調
委
員
の
中
の
一
名
が
な
り
、
他
の
は

す
べ
て
報
告
委
員
で
構
成
さ
れ
る
。
民
法
の
組
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
つ
は
す
で
に
発
布
さ
れ
た
民
法
全
部
を
担
当
し
、
他
の
一
つ
は

人
事
、
相
続
、
贈
与
、
遺
言
、
夫
婦
財
産
契
約
に
関
す
る
事
項
の
編
纂
を
担
当
し
た
。
熊
野
敏
三
、
光
妙
寺
三
郎
、
高
野
真
遜
が
人
事
編
、

井
上
正
一
が
夫
婦
財
産
契
約
、
磯
野
四
郎
が
相
続
、
贈
与
、
遺
言
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。
案
が
成
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
組
合
会
議
に
提
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ら
　

出
し
、
そ
の
議
が
定
ま
っ
た
後
、
こ
れ
を
各
組
合
の
議
定
案
と
し
て
委
員
会
に
提
出
す
る
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
た
。

　
同
委
員
会
が
明
治
二
〇
年
＝
月
五
日
よ
り
同
二
四
年
三
月
三
〇
日
ま
で
、
三
年
四
ヶ
月
間
に
審
議
決
定
し
た
法
律
は
、
民
法
人
事
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
二
条
、
同
相
続
編
五
八
○
条
、
同
取
得
編
二
八
五
条
、
同
歯
保
編
二
九
八
条
、
同
誰
嫁
編
一
六
四
条
で
あ
る
が
、
委
員
会
は
短
期
間

の
内
に
民
法
、
商
法
、
訴
訟
法
の
三
法
典
の
議
了
を
期
し
て
行
わ
れ
た
か
ら
、
そ
の
審
議
は
夜
を
日
に
つ
ぎ
、
苛
酷
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

下
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
法
律
取
調
委
員
の
一
人
で
元
老
院
議
官
村
田
保
は
、
　
「
先
ッ
裁
判
所
構
成
法
ヨ
リ
始
メ
、
民
法
、
商
法
、
民
事

訴
訟
法
上
ノ
取
調
ヲ
為
シ
タ
リ
。
毎
日
午
前
八
時
ヨ
リ
初
メ
、
必
ス
十
五
條
ッ
ツ
ノ
取
調
ヲ
了
セ
サ
レ
ハ
蹄
宅
ヲ
聴
サ
ニ
ル
旨
ヲ
委
員
長

ヨ
リ
各
委
員
二
口
達
豫
約
セ
リ
…
民
法
ハ
佛
人
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
起
草
、
毎
週
五
十
條
ッ
玉
、
…
未
タ
民
法
ノ
全
部
成
ラ
ザ
ル
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

二
毎
週
必
ス
五
拾
條
ヲ
起
草
ス
ル
コ
ト
ハ
余
ノ
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
ル
ノ
、
ミ
ナ
ラ
ズ
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
律
取
調
報
告
委
員
で

あ
っ
た
磯
野
四
郎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
皮
肉
す
ら
ま
じ
え
て
回
想
す
る
。
「
同
局
（
法
律
取
調
局
）
ノ
特
色
ハ
取
調
委
員
中
法
律
ヲ
心
得

テ
居
ル
者
ニ
ハ
委
員
会
二
於
ケ
ル
議
決
権
ヲ
與
ヘ
ス
其
心
得
ナ
キ
委
員
ニ
ハ
議
決
権
ヲ
有
セ
シ
メ
タ
黙
チ
ア
リ
マ
ス
即
チ
其
議
決
権
ヲ
有

ッ
テ
居
ル
方
ハ
元
老
院
議
員
、
或
ハ
行
政
裁
判
所
々
長
ノ
植
村
君
、
或
ハ
大
審
院
長
ノ
尾
崎
君
等
デ
ア
ル
、
此
方
々
ハ
我
帝
國
古
来
ノ
法

律
思
想
ハ
澤
山
ア
ヅ
タ
ラ
ウ
が
泰
西
ノ
法
律
思
想
ノ
殆
ソ
ト
無
イ
方
テ
ア
ヅ
タ
ト
考
ヘ
マ
ス
、
而
シ
テ
当
時
仕
事
師
ヲ
以
テ
目
串
ラ
レ
タ

若
手
ノ
書
記
連
日
報
告
委
員
ノ
名
称
ノ
下
二
於
テ
唯
委
員
会
幽
草
案
ヲ
提
出
シ
之
ヲ
説
明
ス
ル
ニ
止
マ
リ
ー
言
半
句
取
捨
ノ
議
論
ヲ
戦
ハ

ス
権
能
ヲ
有
セ
サ
リ
シ
モ
ノ
ト
ス
、
取
調
委
員
ハ
議
決
権
ヲ
有
シ
テ
報
告
委
員
ハ
之
ヲ
有
セ
サ
ル
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ス
委
員
会
ノ
決
議
シ
タ
事
項

ハ
一
々
之
ヲ
法
按
二
登
ホ
セ
テ
六
盗
ヲ
更
ラ
ニ
仕
直
シ
テ
逸
玉
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
イ
フ
ヤ
ウ
ナ
風
テ
ア
リ
マ
シ
タ
、
此
遣
リ
方
ハ
法
律

取
調
ノ
運
フ
為
メ
ニ
ハ
宣
シ
カ
ッ
タ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
何
ゼ
ナ
レ
ハ
鯨
マ
リ
議
論
ナ
ク
議
事
力
進
ミ
マ
シ
タ
カ
ラ
テ
ス
」
。

　
法
律
取
調
委
員
会
は
明
治
二
〇
年
一
二
月
某
日
午
前
九
時
会
議
を
開
き
、
民
法
草
案
第
二
編
財
産
編
（
五
〇
一
条
）
よ
り
審
議
を
始
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
回
の
明
治
二
一
年
二
月
七
日
終
了
し
て
い
る
。
　
財
産
編
人
権
之
部
は
同
二
一
年
二
月
八
日
の
第
二
三
回
よ
り
審
議
を
始
め
、
　
同
年
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払百而 説

三
月
二
七
日
の
第
四
一
回
で
終
了
し
、
財
産
編
取
得
編
は
同
年
三
月
二
八
日
の
第
四
二
回
か
ら
同
年
四
月
二
三
日
の
第
四
四
回
で
終
り
、

財
産
期
中
用
益
権
に
関
す
る
議
事
は
同
年
四
月
二
三
日
の
第
四
五
回
よ
り
某
月
某
日
（
不
明
）
の
第
四
九
回
ま
で
行
い
、
財
産
編
取
得
編

は
同
年
四
月
二
三
日
の
第
四
九
回
か
ら
同
年
七
月
一
六
日
の
第
七
一
回
に
終
了
し
、
債
権
都
島
編
は
同
年
七
月
一
七
日
の
第
七
二
回
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

同
年
九
月
二
五
日
の
第
八
四
回
で
終
り
、
五
〇
一
條
か
ら
一
二
七
五
條
ま
で
の
審
議
が
同
年
二
一
年
九
月
二
五
日
の
第
八
四
回
に
終
了
し

て
い
る
。

　
法
律
取
調
再
調
査
委
員
会
は
第
一
回
か
ら
第
二
五
回
ま
で
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
二
一
年
一
一
月
二
八
日
の
第
二
六
回
か
ら
同
年
一
二

月
二
五
日
の
第
三
五
回
ま
で
に
一
〇
三
一
條
か
ら
二
三
二
一
條
を
、
同
年
一
二
月
二
二
日
の
第
三
六
回
か
ら
一
二
月
二
五
日
の
第
四
四
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

ま
で
に
、
一
三
三
二
條
か
ら
一
五
〇
一
條
を
審
議
し
終
了
し
て
い
る
。
山
田
委
員
長
は
一
二
月
二
七
日
に
黒
田
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、

民
法
中
財
産
編
（
一
～
五
七
二
條
）
、
財
産
取
得
編
（
一
～
二
八
五
條
）
、
債
権
撚
保
編
（
一
～
二
九
八
條
）
、
澄
櫨
編
（
一
～
一
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

條
）
を
提
出
し
て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
．
．
牢
9
卑
α
Φ
O
o
傷
Φ
Ω
イ
譲
。
。
貫
一
、
じ
弓
ヨ
覧
冨
脅
宣
℃
。
P
＞
8
。
ヨ
b
帥
α
q
器
飢
、
§

8
巳
8
Φ
算
巴
諾
づ
霞
○
●
じ
O
O
一
。
。
ω
o
昌
巴
Φ
．
、
の
第
三
巻
を
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
年
置
、
第
四
巻
、
第
五
巻
を
一
八
八
九
年
（
明
治
二

二
年
）
に
刊
行
し
て
い
る
。

　
明
治
二
二
年
一
月
一
〇
日
前
後
に
民
法
草
案
は
内
閣
か
ら
元
老
院
に
一
旦
下
付
さ
れ
た
。
が
、
ま
た
、
内
閣
に
取
り
戻
さ
れ
る
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

こ
と
が
あ
っ
て
、
終
局
的
に
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
の
は
、
同
年
一
月
二
五
日
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
東

京
朝
日
新
聞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
ず
る
。

　
明
治
二
二
年
一
月
一
二
日
の
東
京
朝
日
新
聞
ぱ
、
「
民
法
元
老
院
に
下
付
せ
ら
る
」
と
い
う
題
の
も
と
に
、
「
民
法
草
案
が
法
律
取
調
委

員
の
手
を
離
れ
て
内
閣
へ
廻
り
し
こ
と
は
既
に
前
号
に
記
せ
し
が
内
閣
に
て
は
既
に
之
が
査
閲
を
終
り
一
両
日
前
元
老
院
へ
下
付
せ
ら
れ

た
り
と
い
ふ
尤
も
同
案
は
各
議
官
の
手
許
へ
は
未
だ
一
々
配
布
の
運
び
に
至
ら
ず
右
同
委
員
を
設
け
て
一
応
審
査
せ
し
め
た
る
上
其
禽
議
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旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

に
附
す
る
筈
に
て
且
つ
目
下
同
院
に
於
て
は
土
地
薫
物
庭
分
法
其
他
の
議
案
移
多
し
く
集
り
居
れ
ば
民
法
の
議
事
に
取
掛
る
は
尚
数
日
の

後
に
あ
る
べ
し
と
い
ふ
」
。
さ
ら
に
、
明
治
二
二
年
一
月
二
五
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
民
法
商
法
受
取
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
「
民
法

商
法
は
客
冬
中
内
閣
よ
り
元
老
院
へ
下
付
せ
ら
れ
中
に
も
商
法
は
そ
の
蓋
附
期
民
法
よ
り
は
数
日
の
前
に
在
り
し
を
以
て
同
院
に
於
て
は

其
審
議
に
取
掛
り
既
に
そ
の
幾
分
を
議
了
せ
し
や
に
聞
き
及
べ
る
所
な
り
し
が
何
が
都
合
あ
り
て
右
両
法
と
も
此
程
内
閣
よ
り
取
戻
さ
れ

目
下
内
閣
に
嘗
て
詮
議
中
の
由
に
聞
け
り
右
の
両
法
は
そ
の
発
布
を
取
り
急
ぐ
と
言
へ
ぼ
言
ふ
も
の
の
目
下
差
迫
り
て
一
日
を
争
ふ
と
言

ふ
に
も
非
さ
れ
ば
固
よ
り
元
老
院
の
審
議
を
待
た
ず
に
断
然
発
布
せ
ら
る
x
様
い
ふ
詳
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
何
か
他
に
詮
議
を
要
す
る
事
・

故
あ
る
な
ら
ん
が
尚
再
三
の
上
重
ね
て
記
す
所
あ
る
べ
し
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
翌
日
の
明
治
二
二
年
一
月
二
六
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は

「
民
法
商
法
　
嚢
に
元
老
院
へ
下
附
せ
ら
れ
し
民
法
商
法
を
此
程
遮
か
に
内
閣
へ
取
戻
さ
れ
た
る
事
、
及
び
右
両
法
の
再
び
元
老
院
へ
下

附
せ
ら
れ
る
べ
き
や
否
や
の
疑
ひ
は
前
號
の
紙
上
に
も
略
記
し
置
た
る
所
な
る
が
右
の
中
民
法
は
人
事
獲
得
の
両
篇
を
除
き
又
は
商
法
は

そ
の
全
部
の
ま
x
に
て
昨
日
再
び
同
院
へ
下
附
せ
ら
れ
た
る
由
斯
く
中
ご
ろ
一
旦
内
閣
へ
取
戻
さ
れ
し
は
如
何
な
る
詮
議
に
関
す
る
こ
と

な
る
や
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
右
両
法
は
来
五
月
一
日
を
限
り
是
非
と
も
審
議
を
終
て
内
閣
へ
差
出
す
べ
き
筈
な
り
や
に
聞
く
」
と
伝
え
る
。

　
条
約
改
正
の
必
要
に
法
典
編
纂
を
至
急
迫
ら
れ
た
政
府
に
よ
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
名
で
元
老
院
に
対
し
、
審
議
に
「
至
急
大
体
二

尉
キ
可
否
ヲ
議
定
シ
テ
上
奏
ス
ヘ
キ
旨
」
の
内
命
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
元
老
院
は
二
二
年
三
月
四
日
に
「
大
命
可
否
会
議
假
規
則
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

制
定
し
、
三
月
七
日
に
は
、
民
法
審
査
会
は
互
選
さ
れ
た
審
査
委
員
で
構
成
さ
れ
、
審
査
に
あ
た
り
、
内
閣
か
ら
派
遣
さ
れ
た
内
閣
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
説
明
し
、
不
審
の
点
が
あ
れ
ば
、
法
律
取
調
委
員
会
に
照
会
す
る
な
ど
約
四
ヶ
月
半
に
わ
た
り
審
議
さ
れ
た
。
同
二
二
年
七
月
、
元
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

院
の
審
議
は
終
了
し
、
修
正
案
は
内
閣
に
上
奏
さ
れ
、
七
月
二
九
日
に
元
老
院
の
本
会
議
に
付
さ
れ
た
。

　
東
京
朝
日
新
聞
明
治
二
二
年
七
月
二
八
日
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
模
様
を
予
測
し
て
い
る
。
　
「
民
法
に
係
る
審
議
　
明
廿
九
日
元
老
院

に
点
て
民
法
に
係
る
審
議
を
開
く
由
は
本
紙
第
二
頁
に
も
記
す
如
く
な
る
が
聞
く
所
に
勝
れ
ば
同
院
議
官
の
過
半
は
同
案
に
対
し
て
何
れ
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論　説

も
反
対
説
を
抱
き
屠
る
有
様
に
て
夫
が
誉
め
同
議
官
諸
氏
に
は
一
瓢
々
日
内
会
議
を
開
き
し
が
右
の
内
海
江
田
議
官
外
三
四
氏
の
如
き
は

最
と
も
異
論
者
に
て
頻
り
に
原
案
排
斥
論
を
主
張
し
居
る
由
に
聞
く
し
と
。
明
治
二
二
年
七
月
二
九
日
、
元
老
院
を
通
過
し
た
人
事
編
、

財
産
取
得
編
第
二
部
以
外
の
民
法
草
案
は
八
ヵ
月
を
経
て
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
政
府
は
元
老
院
通
過
案
に
多
少
の
修
正
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
　

除
を
加
え
た
と
い
わ
れ
る
。

　
前
記
民
法
草
案
の
提
出
を
受
け
た
枢
密
院
ぱ
明
治
二
三
年
三
月
一
一
日
審
議
方
針
を
定
め
、
一
二
日
か
ら
連
日
二
五
日
に
か
け
て
審
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
付
さ
れ
た
が
、
会
議
は
逐
條
審
議
を
行
わ
ず
、
　
「
大
弾
薬
」
方
針
を
強
行
し
、
二
五
日
に
草
案
は
一
括
可
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
明
治
二
三
年
三
月
二
七
日
、
人
事
編
、
財
産
取
得
編
第
二
部
以
外
の
民
法
草
案
が
裁
可
さ
れ
、
四
月
二
一
日
の
官
報
で
も
っ
て

法
律
第
二
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
二
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ぱ
明
治
二
三
年
七
月
か
ら
．
．
℃
『
o
描
け
山
Φ
O
O
価
①
Ω
＜
一
一
℃
o
＝
憎
一
、
国
津
b
騨
①
α
二
冒
噂
。
詳
＞
0
6
0
ヨ
℃
①
σ
q
－

昌
ひ
α
、
自
昌
o
o
鑓
8
①
白
飴
二
「
Φ
葛
機
O
●
し
ご
。
一
ω
ω
o
口
⇔
山
①
．
、
を
新
版
と
し
て
、
第
一
巻
、
第
二
巻
は
第
三
版
目
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
治

二
三
年
七
月
三
一
日
、
同
二
四
年
五
月
二
五
日
に
、
第
三
巻
、
第
四
巻
は
第
二
版
目
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
二
四
年
七
月
三
一
日
、

同
一
〇
月
一
〇
日
に
刊
行
し
て
い
る
。

（
1
）
法
律
取
調
委
員
、
同
報
告
委
員
の
氏
名
は
大
槻
前
掲
箕
作
麟
祥
君
伝
＝
二
二
、
＝
三
二
頁
に
掲
載
さ
れ
た
辞
令
に
出
て
い
る
。
た
だ
し
、
小
早

　
　
川
前
掲
論
文
二
五
七
頁
の
氏
名
と
若
干
の
差
異
が
あ
る
。

（
2
）
今
村
前
掲
解
難
八
頁
。

（
3
）
石
井
前
掲
明
治
文
化
史
2
、
五
＝
二
頁
。

（
4
）
伊
藤
醇
文
編
・
秘
書
類
纂
法
制
関
係
資
料
、
上
巻
（
昭
和
九
年
）
二
八
三
一
二
八
四
頁
。
な
お
、
磯
部
四
郎
は
議
事
に
は
こ
れ
ら
の
外
国
人
を

　
　
列
席
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
磯
部
前
掲
大
日
本
新
宝
民
法
繹
義
一
六
頁
）
。

（
5
）
磯
部
四
郎
前
掲
大
日
本
新
典
民
法
心
髄
一
七
頁
。
な
お
、
今
村
・
解
難
九
頁
参
照
。
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（
6
）
大
槻
前
掲
箕
作
麟
祥
君
伝
＝
三
二
頁
。

（
7
）
村
田
保
「
法
制
実
歴
談
」
法
学
協
会
雑
誌
三
二
巻
四
号
（
大
正
四
年
）
一
四
五
一
一
四
六
頁
。

（
8
）
磯
部
前
掲
大
日
本
皇
典
民
法
繹
義
一
七
頁
。
な
お
、
金
子
前
掲
講
演
法
曹
会
雑
誌
一
一
巻
一
号
三
四
頁
参
照
。

（
9
）
小
早
川
前
掲
書
二
六
三
頁
、
石
井
・
明
治
文
化
史
2
、
五
一
三
頁
。
な
お
、
第
一
回
の
開
催
日
の
日
付
け
は
な
い
が
、
第
二
回
が
＝
一
月
五
日

　
　
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
第
一
回
は
一
二
月
四
日
置
も
い
わ
れ
る
が
、
沼
教
授
は
一
二
月
四
日
は
日
曜
日
だ
か
ら
、
一
二
月
三
日
で
は
な
い
か
と

　
　
推
測
さ
れ
る
（
沼
正
也
「
松
岡
文
書
を
通
し
て
見
た
旧
民
法
草
案
取
り
調
べ
の
一
断
面
」
永
田
博
士
『
新
民
法
要
義
』
完
結
祝
賀
記
念
論
文
集

　
　
　
（
昭
和
三
九
－
四
〇
年
）
六
四
一
六
五
頁
）
。

（
1
0
）
東
京
朝
日
新
聞
明
治
二
一
年
八
月
四
日
は
本
日
を
も
っ
て
取
調
会
議
を
ま
ず
中
止
し
、
一
同
休
暇
に
す
る
旨
を
報
ず
る
。
な
お
、
明
治
鱒
＝
年

　
　
八
月
二
三
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
収
益
編
　
豫
て
其
筋
に
於
て
編
纂
中
な
る
民
法
の
人
事
、
財
産
収
益
の
二
編
は
そ
の
編
纂
を
見
合
せ
て
後

　
　
日
に
譲
ら
る
べ
し
と
言
ひ
又
は
然
ら
ず
し
て
引
続
き
編
纂
せ
ら
る
べ
し
と
言
ひ
種
々
の
取
沙
汰
あ
れ
ど
今
聞
く
所
に
撮
れ
ば
右
収
益
編
は
當
初

　
　
御
雇
顧
問
た
る
彼
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
が
主
任
と
な
り
て
取
調
べ
ら
れ
た
る
者
な
る
が
同
編
は
日
本
の
慣
例
に
照
し
て
籐
り
そ
の
必
要
無
き
の
み

　
　
な
ら
ず
従
来
里
国
の
実
際
に
徴
し
て
も
種
々
そ
の
弊
害
な
き
に
誉
れ
ば
寧
ろ
之
は
見
合
す
方
策
か
ら
ん
と
の
説
多
数
に
て
既
に
主
任
者
た
り
し

　
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
如
き
も
同
様
の
意
見
の
趣
に
聞
け
ば
多
分
右
は
見
合
の
事
に
決
す
べ
き
か
と
の
説
な
り
」
と
報
ず
る
。
な
お
、
法
律
取
調

　
　
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
諸
資
料
の
う
ち
、
日
付
の
判
明
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
の
が
あ
る
。

　
　
法
律
取
調
委
員
会
は
明
治
二
〇
年
＝
一
月
三
日
ま
た
は
四
日
の
第
一
回
か
ら
明
治
二
一
年
九
月
二
五
日
の
第
八
四
回
ま
で
約
一
〇
ヵ
月
か
げ
て

　
　
審
議
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
聞
に
委
員
か
ら
各
種
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
日
付
の
あ
る
も
の
を
年
代
別
に
見
る
と
つ
ぎ
の

　
　
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
O
」
（
房
戸
版
）
、
②
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
意
見
書
（
二
号
）
」

　
　
　
（
学
振
版
）
、
③
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
⇔
」
（
学
理
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ゆ

明
治
二
〇
・
一
二
・
一
九

　
　
二
〇
・
一
二
・
二
二

　
　
一
＝
・
一

　
　
一
＝
・
一
・
一
八

　
　
二
一
・
一
・
二
〇

磯
部
四
郎
「
用
益
権
ノ
廃
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
意
見
」
①
．

　
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
追
加
①

宮
城
浩
蔵
「
命
ニ
ヨ
リ
起
草
シ
タ
ル
別
紙
民
法
草
案
中
用
益
権
ノ
一
章
廃
棄
ノ
説
二
対
ス
ル
恥
見
」
①

磯
部
四
郎
全
般
二
人
誰
ヲ
許
容
ス
ヘ
キ
や
否
や
ノ
問
題
二
関
ス
ル
卑
見
」
①

「
「
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
ヨ
リ
人
議
ノ
議
二
関
ス
ル
質
量
二
対
シ
民
法
、
商
法
、
訴
訟
法
ノ
報
告
委
員
組
合
及
磯
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部
報
告
委
員
ヨ
リ
別
紙
ノ
逓
意
見
書
提
出
再
来
候
付
及
御
強
付
候
也
」
①

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
「
用
益
権
二
関
ス
ル
意
見
筆
記
」
①

今
村
和
郎
「
貨
弊
強
制
通
用
」
①

「
民
法
修
正
文
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
案
「
六
六
七
、
六
六
五
、
六
七
六
、
六
七
七
、
七
〇
九
」
」
①

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
民
法
七
四
五
条
及
ヒ
七
四
六
条
二
関
ス
ル
質
疑
答
弁
」
①

カ
ル
ク
ー
ド
「
民
法
商
法
二
於
ル
事
、
両
論
ト
及
両
法
問
ノ
抵
欄
ト
ヲ
避
ク
ル
為
馬
丁
フ
可
キ
方
法
二
付
法
律
取

調
委
員
長
ナ
ル
司
法
大
臣
閣
下
二
捧
呈
ス
ル
ノ
意
見
書
」

三
島
毅
「
財
産
ノ
訳
語
ヲ
修
正
ス
ル
意
見
」
①

「
自
然
義
務
二
関
ス
ル
建
議
」
②

今
村
和
郎
「
賃
貸
借
ノ
章
ヲ
修
正
ス
ル
ノ
議
」
②

同
「
民
法
再
調
査
ノ
節
二
発
議
シ
タ
ル
修
正
説
二
対
シ
民
法
組
合
報
告
委
員
二
之
ヲ
可
決
シ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
二

質
議
シ
タ
ル
議
探
」
②

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
八
月
一
二
日
附
委
員
会
ノ
通
知
二
対
ス
ル
答
弁
」
②

今
村
和
郎
「
民
法
第
三
編
ヲ
修
正
ス
ル
ノ
議
」
①

同
「
売
買
ノ
豫
約
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
修
正
ス
ル
ノ
議
」
①

同
「
缶
貝
貸
借
二
関
ス
ル
葎
地
議
」
①

洞
「
第
三
三
重
三
章
乃
至
第
八
章
及
第
一
三
章
二
関
ス
ル
議
」
①

同
「
売
買
ノ
浜
中
欠
損
書
舗
二
関
ス
ル
建
議
し
①

同
「
民
法
会
社
ノ
章
二
関
ス
ル
議
」
①

同
「
第
三
章
永
小
作
及
地
上
権
修
正
案
」
①

同
「
民
法
賃
貸
借
ノ
章
修
正
案
二
対
ス
ル
報
告
委
員
ノ
異
見
書
二
幅
フ
」
②

「
天
然
義
務
二
付
箕
作
委
員
、
磯
部
、
光
妙
寺
、
井
上
報
告
委
員
ノ
意
見
」
①

二
〇
月
一
四
日
議
案
民
法
典
中
二
法
律
ノ
解
釈
二
関
ス
ル
規
則
ヲ
設
定
ス
ル
ノ
可
否
」
③
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一
＝

一
＝

一
＝

一
二

一
＝

9　　●　　●　　●　　●

ニー○○○
　●　　●　　●　　・

　五七六九
宮
城
密
蔵
、
岸
本
辰
雄
「
民
法
草
案
中
二
自
然
義
務
ヲ
設
ケ
ル
ニ
付
テ
ノ
意
見
」
②

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
賃
貸
借
二
関
ス
ル
再
次
ノ
意
見
書
二
対
ス
ル
答
弁
」
①

ヲ
ッ
ト
ル
ー
ド
ル
フ
「
差
押
質
権
二
関
ス
ル
意
見
書
」
①

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
天
災
ノ
場
合
曽
於
ケ
ル
共
同
賃
借
人
ノ
責
任
し
①

「
自
然
義
務
二
関
ス
ル
民
法
草
案
ノ
條
項
ヲ
昭
除
ス
ル
ノ
建
議
二
対
ス
ル
意
見
」
②

（
1
1
）
小
早
川
前
掲
書
二
八
二
頁
注
八
一
参
照
。

（
1
2
）
伊
藤
博
文
・
秘
書
類
纂
法
制
関
係
資
料
（
上
巻
）
（
昭
和
九
年
）
二
八
七
頁
、
岡
田
前
掲
資
料
四
八
頁
。

（
1
3
）
手
塚
豊
教
授
は
一
月
二
四
日
に
元
老
院
に
付
議
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
同
「
奮
民
法
（
財
産
編
、
財
産
取
得
編
前
半
、
債
権
憺
保
編
．
諮
檬
編
）

　
　
審
査
元
老
院
会
議
筆
記
し
法
学
研
究
二
七
巻
一
二
号
（
昭
和
二
九
年
）
五
七
頁
。

（
1
4
）
メ
ン
バ
ー
は
楠
本
正
隆
、
井
田
譲
、
小
畑
美
稲
、
大
鳥
圭
介
、
加
藤
弘
之
、
渡
辺
騨
、
綿
貫
吉
道
、
揖
取
素
之
が
な
っ
た
。

（
1
5
）
内
閣
委
員
は
栗
塚
省
吾
、
寺
島
直
で
あ
る
。

（
1
6
）
磯
部
四
郎
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
法
協
三
一
巻
八
号
一
六
一
1
一
六
二
頁
。
な
お
、
手
塚
前
掲
論
文
五
七
頁
。
元
老
院
の
審

　
　
査
で
、
第
一
回
の
二
二
年
三
月
一
＝
日
か
ら
第
＝
二
回
の
四
月
九
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
連
日
、
財
産
編
、
取
得
編
、
回
忌
編
、
誰
櫨
編
の
全
部
に

　
　
わ
た
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
を
聴
取
し
た
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
民
法
編
纂
二
関
ス
ル
報
告
」
（
学
振
版
）
、
「
民
法
編
纂
二
関
ス

　
　
ル
諸
意
見
並
二
雑
書
O
］
　
（
学
振
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
手
塚
前
掲
資
料
法
学
研
究
二
七
巻
一
二
号
五
七
頁
。

（
1
8
）
手
塚
前
業
資
料
法
学
研
究
二
七
巻
一
二
号
五
九
頁
。
な
お
、
政
府
が
若
干
の
修
正
を
加
へ
た
た
め
に
、
民
法
公
布
後
、
元
老
院
で
検
視
問
題
が

　
　
生
じ
た
。
手
塚
豊
「
奮
民
法
（
財
産
編
・
財
産
取
得
編
前
半
・
債
権
搬
恥
辱
・
誰
遺
編
）
審
査
枢
密
院
会
議
筆
記
」
法
学
研
究
二
八
巻
一
号

　
　
　
（
昭
和
三
〇
年
）
五
三
頁
。

（
1
9
）
手
塚
前
掲
資
料
法
学
研
究
二
八
巻
一
号
五
二
頁
以
下
。

四
　
身
分
法
の
取
調
べ
の
模
様

と
こ
ろ
で
、
人
事
編
、
財
産
取
得
編
第
二
部
の
審
議
は
い
ま
ま
で
計
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
間
の
事
情
を
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
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論説

に
よ
っ
て
補
足
し
な
が
ら
編
纂
の
事
惰
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
に
関
し
て
、
大
体
明
治
一
二
年

一
〇
月
頃
出
来
上
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
一
年
一
〇
月
一
七
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
る
。
「
民
法
の
人
事

篇
　
か
ね
て
騒
々
記
せ
し
日
本
五
法
典
中
の
民
法
は
沸
人
之
を
起
草
し
商
法
訴
訟
法
は
猫
人
之
を
編
成
し
編
纂
、
完
結
の
後
は
彼
の
條
約

改
正
上
の
都
合
よ
り
之
を
英
文
に
謙
澤
し
て
各
国
公
使
及
び
其
本
國
政
府
へ
も
告
知
す
る
手
順
の
由
に
て
今
日
に
至
る
迄
其
上
を
追
ふ
て

進
み
来
り
し
が
薙
に
民
法
の
一
部
な
る
人
事
篇
は
能
く
我
国
の
事
情
に
通
じ
民
俗
に
明
か
な
る
者
に
非
ざ
れ
ば
編
纂
の
任
に
挙
る
を
得
ず

．
と
の
趣
意
よ
り
し
て
法
学
博
士
熊
野
敏
三
氏
は
数
年
来
専
ら
其
任
に
當
て
起
草
し
本
年
暑
中
休
暇
前
に
全
く
脱
稿
せ
し
を
以
て
休
暇
後
即

ち
九
月
十
日
よ
り
法
律
取
調
委
員
会
に
附
し
討
議
評
定
す
る
事
と
な
り
し
が
各
條
に
付
詳
細
の
註
澤
を
為
す
方
討
論
の
際
に
参
考
の
一
助

に
も
成
る
べ
し
と
の
事
よ
り
熊
野
氏
は
か
ね
て
右
の
註
解
書
を
も
認
め
居
り
し
所
本
月
十
日
完
く
結
了
せ
し
を
以
て
之
を
委
員
会
へ
提
出

せ
し
と
云
ふ
同
氏
の
斯
篇
を
起
草
す
る
や
無
論
我
國
の
風
俗
習
慣
を
参
酌
せ
し
も
其
櫨
る
所
は
羅
馬
法
佛
蘭
西
法
等
の
由
な
れ
ば
今
後
若

し
甚
だ
し
き
修
正
等
な
く
ば
他
日
発
表
の
上
我
國
人
に
対
し
て
一
種
奇
異
な
る
感
を
與
ふ
る
が
如
き
こ
と
少
か
ら
ざ
る
べ
し
と
い
ふ
」
。

　
こ
の
第
一
草
案
に
対
す
る
意
見
を
徴
す
る
た
め
に
、
明
治
二
一
年
一
〇
月
六
日
に
各
地
方
長
官
な
ら
び
に
各
裁
判
所
に
送
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
明
治
二
一
年
一
〇
月
二
四
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
う
。
「
民
法
草
案
同
法
草
案
中
人
事
編
の

一
部
は
各
地
方
官
に
下
附
し
て
諮
詞
す
る
所
あ
る
由
は
此
程
の
紙
上
に
も
記
せ
し
が
右
は
司
法
大
臣
秘
書
官
栗
塚
氏
が
之
を
推
当
し
右
諮

詞
に
関
す
る
事
務
を
整
理
す
る
筈
な
り
と
聞
く
叉
同
編
は
爾
来
屡
々
修
正
を
加
へ
当
初
の
草
案
と
は
大
い
に
変
更
を
致
し
た
る
所
も
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

ど
今
回
預
た
れ
し
草
案
に
篠
れ
ば
人
事
編
は
全
編
十
五
章
に
し
て
第
一
章
は
私
権
の
亨
有
及
び
行
用
、
第
二
章
は
国
民
分
限
（
分
限
の
獲

得
、
分
限
の
喪
失
及
び
回
復
、
分
限
の
変
更
式
及
び
効
果
）
第
三
章
は
親
属
（
血
属
姻
属
、
養
料
義
務
）
第
四
章
は
婚
姻
（
婚
姻
に
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

の
條
件
、
結
婚
前
の
法
式
、
故
障
、
公
式
、
外
人
結
婚
成
立
の
誰
縁
、
不
成
立
、
効
果
、
夫
婦
間
権
利
義
務
、
婦
の
無
能
力
、
解
離
）

第
五
章
ぱ
離
婚
　
（
熟
談
離
婚
、
一
方
よ
り
の
離
婚
、
暇
慮
分
、
訴
訟
等
）
第
六
章
は
親
子
分
限
　
（
正
親
子
、
庶
親
子
の
分
限
、
否
認
訴
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権
、
争
拒
訴
権
等
）
第
七
章
は
縁
組
（
縁
組
の
必
要
条
件
、
法
式
、
誰
糠
、
効
果
等
）
第
八
章
は
親
権
、
第
九
章
は
後
見
、
第
十
章
ぱ
未

成
年
者
の
自
治
、
第
十
一
章
は
禁
治
産
、
第
十
二
章
は
戸
主
及
び
家
族
、
第
十
三
章
は
住
所
、
第
十
四
章
は
失
踪
、
第
十
五
章
は
身
分
証

書
等
に
て
婚
姻
及
び
離
婚
、
親
子
分
限
の
如
き
は
殊
に
厳
正
綿
密
を
極
め
た
る
も
の
＆
由
な
る
が
実
際
の
適
否
に
於
て
種
々
の
議
論
起
る

も
蓋
し
此
等
の
数
章
中
に
あ
る
こ
と
な
ら
ん
と
言
ふ
し
。

　
法
律
取
調
委
員
会
は
明
治
二
二
年
二
月
八
日
、
人
事
編
第
一
草
案
、
同
年
三
月
一
八
日
財
産
獲
得
編
第
二
部
を
取
調
べ
る
審
議
を
開
始

　
　
　
　
　
　
ユ
　

し
た
と
さ
れ
る
。
会
議
の
模
様
を
伝
え
る
い
く
つ
か
の
新
聞
記
事
が
あ
る
。
明
治
二
二
年
五
月
二
二
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
民
法
人
事

編
　
民
法
中
人
事
編
の
内
閣
に
於
て
否
決
し
た
り
と
の
説
は
昨
今
世
上
に
取
沙
汰
す
る
所
な
る
が
一
説
に
よ
れ
ば
人
事
編
と
相
続
編
と
は

今
尚
司
法
省
取
調
委
員
の
手
に
在
り
て
内
閣
へ
は
未
だ
提
出
せ
ず
と
云
へ
り
左
れ
ば
今
内
閣
に
於
て
否
決
し
た
り
と
い
ふ
は
其
上
申
を
侯

た
ず
編
纂
の
如
何
に
係
は
ら
ず
人
事
編
は
不
可
な
り
と
い
っ
て
嚢
布
を
見
合
は
し
た
る
も
の
な
ら
ん
か
疑
は
し
と
い
う
も
の
あ
り
併
し
此

事
に
付
て
は
法
学
士
会
の
非
編
纂
説
も
世
に
出
で
其
筋
の
人
々
に
も
之
に
同
意
を
表
す
る
人
多
し
と
聞
け
ば
入
事
編
の
運
命
も
此
末
如
何

に
な
る
か
兎
に
角
分
ら
ぬ
も
の
な
る
べ
く
且
つ
司
法
大
臣
の
如
き
も
各
法
律
は
来
る
九
月
十
日
頃
迄
に
は
発
布
す
る
見
込
な
る
も
人
事
編

と
相
続
編
と
に
限
り
之
よ
り
延
引
せ
し
む
る
考
な
り
と
曾
て
言
い
た
る
由
に
聞
け
り
」
と
伝
え
る
。
ま
た
、
明
治
二
二
年
七
月
二
日
の

東
京
朝
日
新
聞
は
、
人
事
篇
に
関
す
る
法
律
取
調
委
員
を
報
じ
て
い
る
。
「
法
律
取
調
所
　
同
取
調
所
に
て
は
昨
日
午
前
八
時
よ
り
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
マ
マ
　

取
調
委
任
、
商
法
取
調
委
任
の
人
々
参
集
し
委
員
総
会
を
開
き
し
が
民
法
の
方
は
山
田
伯
を
始
め
箕
作
次
官
、
尾
崎
、
愼
村
、
渡
、
清
岡

の
四
元
老
院
議
官
、
尾
崎
大
審
院
長
、
南
部
大
審
院
民
事
局
長
、
北
畠
控
訴
院
評
定
官
、
井
上
、
熊
野
の
両
司
法
省
参
事
官
、
黒
田
内
務

参
事
官
、
進
控
訴
院
評
定
官
、
寺
島
大
審
院
評
定
官
、
光
妙
寺
大
審
院
検
事
、
栗
塚
司
法
大
臣
秘
書
官
等
に
て
商
法
の
方
は
本
尾
、
木
下

の
両
法
制
局
参
事
官
、
長
谷
川
控
訴
院
評
定
官
、
岡
本
大
審
院
評
定
官
な
り
し
と
い
ふ
如
何
な
る
會
議
な
り
し
に
や
」
。

　
明
治
二
二
年
八
月
三
一
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
身
分
法
議
事
　
民
法
人
事
篇
中
の
一
部
分
な
る
身
分
法
は
目
下
世
上
に
喧
し
き
議
論

39　（2－4　●　147）　293



　
　
の
あ
る
外
人
蹄
化
の
事
を
も
含
有
し
居
る
も
の
な
る
が
同
法
は
此
程
既
に
枢
密
院
へ
廻
り
昨
今
頻
り
に
下
調
べ
中
な
れ
ば
両
三
日
の
内
に

説論
　
は
愈
々
脅
議
に
付
せ
ら
る
べ
し
と
云
う
」
と
伝
え
、
明
治
二
二
年
一
一
月
三
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
法
律
取
調
委
員
会
　
法
律
取
調
委

　
　
員
に
は
一
昨
一
日
愈
々
草
案
議
案
に
係
る
調
査
會
を
開
き
午
後
九
時
三
十
分
頃
退
散
し
た
り
」
と
報
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
二
二
年

　
　
一
一
月
一
〇
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
委
員
の
交
替
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
、
ル
ー
ド
ル
フ
や
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
な
ど
の
御
雇
外
国
人
が
取

　
　
調
べ
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。
　
「
法
律
取
調
委
員
の
交
代
　
法
律
取
調
委
員
箕
作
司
法
次
官
、
尾
崎
大
審
院
長
、
高
野
司
法
参

　
　
事
官
等
の
諸
氏
が
年
中
し
て
取
調
べ
し
民
法
草
案
入
事
編
は
委
員
長
山
田
司
法
大
臣
の
意
見
に
よ
り
一
時
中
止
と
な
り
目
下
休
会
中
な
る

　
　
が
今
度
右
取
調
櫨
当
者
を
改
選
し
て
近
日
よ
り
更
に
再
調
査
に
着
手
す
筈
の
由
に
て
右
の
新
馬
当
者
は
菊
池
秘
書
官
南
部
大
審
院
民
事
局

　
　
長
等
の
数
氏
に
定
ま
り
し
と
い
ふ
又
是
れ
ま
で
右
の
取
調
に
従
事
せ
し
司
法
省
御
雇
燭
逸
人
ル
ー
ド
ル
フ
氏
は
同
掛
り
を
辞
退
し
た
る
に

　
　
付
き
滝
壷
伊
国
人
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
遅
明
れ
に
代
り
た
り
と
の
事
な
り
」
。
　
つ
い
で
、
明
治
二
二
年
一
一
月
二
三
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は

　
　
「
法
律
取
調
委
員
会
　
司
法
省
な
る
法
律
取
調
所
に
て
は
一
咋
廿
一
日
午
前
九
時
よ
り
山
田
委
員
長
を
始
め
各
委
員
出
席
し
民
法
草
按
人

　
　
事
篇
に
係
る
会
議
を
開
き
し
由
」
と
取
調
べ
の
継
続
を
報
じ
、
明
治
二
二
年
一
二
月
一
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
取
調
べ
の
終
っ
た
こ
と
を

　
　
つ
ぎ
の
よ
う
に
告
げ
る
。
　
「
民
法
人
事
編
　
法
律
取
調
所
に
て
取
調
中
な
り
し
民
法
人
事
編
は
漸
く
取
調
済
と
な
り
し
を
以
て
近
な
内
閣

　
　
へ
差
出
す
由
な
る
が
同
委
員
会
は
本
月
上
旬
に
て
一
ま
ず
閉
会
す
る
事
に
定
め
し
と
聞
く
」
。

　
　
　
手
塚
教
授
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
二
年
の
暮
か
二
三
年
一
月
頃
、
法
律
取
調
委
員
会
は
い
わ
ゆ
る
別
案
（
明
治
二
二
年
六
月
頃
成

　
　
漏
し
た
甲
・
乙
二
案
）
を
更
に
討
議
、
修
正
し
て
、
そ
の
結
果
が
「
民
法
草
案
人
事
編
再
調
査
案
」
　
（
四
七
二
条
）
と
し
て
法
典
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
た
と
み
ら
れ
る
．
．

　
　
　
法
律
取
調
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
再
調
査
案
に
対
し
て
さ
ら
に
討
議
を
行
っ
た
が
、
当
時
の
新
聞
は
討
議
が
難
航
し
て
い
る
様
子
を
伝

　
　
え
る
。
明
治
二
三
年
二
月
二
〇
日
の
毎
日
新
聞
は
「
人
事
編
に
意
見
多
し
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
取
調
委
員
中
に
意
見
を
抱
く
者
が
多
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旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

く
、
一
五
日
の
法
律
取
調
所
の
臨
時
総
会
に
は
棋
村
元
老
院
議
官
の
口
述
意
見
が
あ
り
、
一
七
日
の
会
議
に
は
尾
崎
元
老
院
議
官
の
意
見

書
が
提
出
さ
れ
、
一
八
日
に
は
、
村
田
元
老
院
議
官
も
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
事
に
依
れ
ば
尚
ほ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
意
見
を

も
煩
す
場
合
に
至
る
べ
き
有
様
な
り
」
と
す
る
。
明
治
二
三
年
二
月
二
五
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
人
事
篇
審
査
会
議
」
と
題
し
、
「
各

委
員
其
他
よ
り
提
出
の
意
見
多
き
斜
め
一
時
調
査
を
中
止
せ
し
民
法
人
事
篇
調
査
会
議
は
か
ね
て
記
せ
し
如
く
昨
廿
四
日
よ
り
再
び
法
律

取
調
所
に
開
会
し
尾
崎
、
愼
村
、
清
岡
、
松
岡
、
北
畠
、
南
部
、
尾
崎
（
三
郎
）
の
諸
氏
に
も
参
会
あ
り
た
る
只
今
同
線
中
最
も
重
な
る

疑
点
な
り
と
い
ふ
を
伝
へ
聞
く
に
同
篇
の
固
よ
り
我
國
の
風
俗
習
慣
に
基
き
て
起
草
し
専
ば
ら
民
俗
に
悼
戻
せ
ざ
る
様
に
な
す
こ
と
勿
論

に
し
て
既
に
そ
の
精
神
に
依
り
曾
て
民
法
卓
案
の
主
任
な
り
し
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
如
き
も
同
篇
に
限
り
て
は
一
切
手
を
着
け
ず
只
管
我

國
人
た
る
委
員
の
手
の
み
を
以
て
起
案
せ
し
め
ら
れ
た
る
程
な
れ
ば
之
を
発
布
実
施
す
る
に
当
り
右
民
俗
に
惇
戻
す
る
と
あ
り
て
は
叶
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

ぬ
と
な
る
が
如
蒸
せ
ん
同
草
案
中
に
は
未
だ
風
俗
に
適
せ
ざ
る
箇
所
も
あ
り
且
つ
商
法
等
に
対
し
て
は
殊
に
矛
着
す
る
廉
あ
る
に
付
更
に

十
分
の
大
修
正
を
加
へ
ざ
る
を
得
ず
と
い
ふ
に
在
り
て
各
委
員
其
他
の
意
見
提
出
も
大
体
は
皆
な
此
黙
に
あ
り
て
存
す
る
由
な
り
」
。
さ

ら
に
明
治
二
三
年
二
月
二
七
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
人
事
篇
に
係
る
意
見
」
と
し
て
、
　
「
司
法
省
法
律
取
調
所
に
於
て
再
び
民
法
中
の

方
今
た
る
人
事
篇
の
審
議
に
取
掛
れ
る
由
ぱ
前
號
の
紙
上
に
記
せ
し
が
議
論
交
も
起
り
容
易
に
結
了
に
至
り
難
き
模
様
な
る
や
に
て
右
に

関
し
森
検
事
は
同
省
雇
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
意
見
を
叩
か
ん
と
頃
口
氏
の
許
に
赴
き
た
る
に
氏
は
日
本
の
習
慣
風
俗
に
熟
せ
ざ
る
を
以
て

そ
の
実
際
に
適
合
す
る
や
否
や
は
知
り
難
け
れ
ど
も
兎
も
角
も
意
見
は
御
参
考
ま
で
に
認
め
申
す
べ
し
と
し
て
右
起
案
に
着
手
し
た
」
と

い
い
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
に
参
考
意
見
を
述
べ
た
と
伝
え
る
。
明
治
二
三
年
三
月
七
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
「
法
律
取
調
所
　
昨
日

は
箕
作
次
官
を
始
め
愼
村
、
清
岡
、
松
岡
、
尾
崎
、
北
畠
、
南
部
等
の
各
委
員
の
外
黒
田
内
務
参
事
官
も
同
所
へ
出
席
の
上
会
議
を
開
き

た
り
」
と
い
い
、
討
議
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
を
知
ら
せ
て
い
る
。

　
従
来
、
人
事
編
、
財
産
獲
得
編
は
邦
人
の
起
草
委
員
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
関
与
し
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ご

り
、
わ
ず
か
に
石
井
良
助
博
士
が
こ
れ
に
疑
問
を
も
た
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
参
考
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

　
相
続
編
に
関
し
て
は
、
明
治
二
三
年
三
月
一
七
日
東
京
朝
日
新
聞
は
、
相
続
編
の
討
議
に
参
加
し
た
者
に
つ
い
て
、
「
相
落
篇
取
調
委

員
　
民
法
相
続
篇
は
目
下
司
法
省
中
な
る
法
律
取
調
所
に
於
て
審
議
中
な
る
が
、
同
篇
取
調
委
員
は
南
部
甕
男
、
磯
部
四
郎
、
光
妙
寺
三

郎
、
進
十
六
、
高
野
孟
矩
、
井
上
正
一
、
寺
島
直
の
七
島
な
り
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
、
七
二
を
挙
げ
、
明
治
二
三
年
三
月
二
一
日
の
東
京

朝
日
新
聞
は
「
法
律
取
調
所
に
て
は
愈
々
書
痴
二
日
よ
り
民
法
相
続
篇
に
対
す
る
総
会
議
を
開
く
と
い
ふ
」
こ
と
を
伝
え
る
が
、
明
治
二

三
年
三
月
二
三
日
東
京
朝
日
新
聞
は
総
会
は
三
月
二
四
日
に
延
期
さ
れ
た
旨
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
る
。
　
「
法
律
取
調
所
総
会
議
　
同
所

に
て
は
昨
廿
二
日
午
前
十
時
よ
り
民
法
南
島
篇
に
対
す
る
総
会
議
を
開
く
等
な
り
し
が
山
田
委
員
長
に
差
支
あ
り
し
為
め
明
二
四
日
に
延

引
せ
り
」
。

　
人
事
編
は
明
治
二
三
年
四
月
一
臼
に
山
田
法
律
取
調
委
員
長
よ
り
法
律
取
調
委
員
会
で
議
了
し
た
に
つ
き
内
閣
総
理
大
臣
に
送
呈
さ
れ

る
と
と
も
に
、
地
方
長
官
、
院
長
、
検
事
長
、
裁
判
所
長
に
も
一
部
送
付
さ
れ
、
六
〇
日
以
内
に
意
見
が
あ
れ
ば
申
出
ら
れ
た
旨
の
通
知
が

出
さ
れ
た
。
同
年
四
月
一
二
日
、
財
産
取
得
篇
第
二
部
が
法
律
取
調
委
員
会
で
議
了
に
つ
き
、
山
田
委
員
長
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
人
事
編
と
あ
わ
せ
て
い
わ
ゆ
る
元
老
院
提
出
案
、
ま
た
は
第
二
草
案
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
財
産
取
得
第
二
部

は
人
事
編
と
同
様
、
地
方
長
官
等
に
対
し
五
〇
日
以
内
に
意
見
が
あ
れ
ば
申
出
ら
れ
た
い
旨
を
連
絡
し
た
。
さ
ら
に
、
五
月
二
二
、
二
八

日
に
出
浦
報
告
委
員
か
ら
意
見
聴
取
の
た
め
に
地
方
長
官
等
に
対
す
る
送
付
の
件
に
関
し
て
、
人
事
編
に
関
す
る
意
見
書
は
五
月
中
に
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

産
取
得
編
第
二
部
に
つ
い
て
の
意
見
書
は
六
月
二
〇
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
い
旨
の
連
絡
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
人
事
編
、
財
産
取
得
編
第
二
部
は
内
閣
か
ら
元
老
院
の
審
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
明
治
二
一
二
年
五
月
二
六
日
か
ら
審
議
が
開
始

さ
れ
修
正
さ
れ
、
そ
し
て
、
明
治
二
三
年
七
月
下
旬
ま
で
に
一
応
修
正
は
終
り
、
再
び
法
律
委
員
会
に
戻
さ
れ
、
条
文
の
整
理
が
加
え
ら
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（
6
）

れ
た
後
に
、
元
老
院
の
委
員
会
に
回
付
さ
れ
、
再
議
の
う
え
、
八
月
一
八
日
に
議
決
さ
れ
て
い
る
（
審
査
会
案
）
。
　
委
員
会
を
通
過
し
た

案
は
、
九
月
一
八
日
元
老
院
本
会
議
に
付
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
可
決
さ
れ
た
（
議
定
案
）
。
そ
し
て
、
内
閣
に
よ
る
若
干
の
修
正
の
の
ち

（
内
閣
修
正
案
）
民
法
人
事
編
、
財
産
取
得
編
第
二
部
は
枢
密
院
の
諮
詞
を
経
て
、
一
〇
月
七
日
法
律
第
九
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
。

旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

（
1
）
手
塚
前
掲
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
旧
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
の
形
成
e
」
法
学
研
究
二
六
巻
一
〇
号
一
八
頁
。

（
2
）
手
塚
前
掲
論
文
二
一
－
二
二
頁
。

（
3
）
石
井
前
掲
明
治
文
化
史
2
、
五
一
四
頁
。

（
4
）
手
塚
前
掲
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
旧
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
権
の
形
成
口
」
法
学
研
究
二
七
巻
六
号
三
八
頁
。

（
5
）
明
治
二
三
年
七
月
一
日
の
東
京
朝
日
新
聞
は
人
事
扁
に
対
す
る
諸
意
見
は
法
律
取
調
所
に
よ
り
二
三
年
六
月
置
〇
日
に
葛
弱
版
ず
り
に
し
て
元

　
　
老
院
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

（
6
）
手
塚
前
掲
論
文
三
八
頁
以
下
、
石
井
良
助
「
旧
民
法
人
事
編
元
老
院
提
出
案
、
審
査
会
案
、
議
定
案
お
よ
び
内
閣
修
正
案
」
e
口
国
家
学
会
雑

　
　
誌
七
一
巻
五
・
七
号
、
手
塚
・
中
村
「
旧
民
法
（
財
産
取
得
編
後
半
・
人
事
編
）
元
老
院
議
定
案
」
法
学
研
究
二
九
巻
九
号
。

五
　
各
種
草
案
・
注
釈
書
の
編
纂
順
序

　
旧
民
法
は
以
上
の
よ
う
な
過
程
で
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
編
暴
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
財
産
編
に
関
す
る
民
法
草
案
お
よ

び
民
法
草
案
注
釈
書
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
が
知
り
う
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
年
代
は
大
体
つ
ぎ
の
順
序
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ω
『
民
法
草
案
二
付
テ
ノ
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
註
釈
書
財
産
篇
之
部
自
一
至
三
』
　
（
明
治
二
二
年
五
月
二
五
日
以
前
）

　
②
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
　
（
講
義
は
明
治
二
二
年
五
月
一
四
日
か
ら
同
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
ま
で
、
凡
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論説

例
の
訳
者
識
は
同
＝
二
年
一
二
月
の
日
付
）

　
㈲
　
℃
巴
。
審
け
創
①
O
o
伽
①
O
一
＜
＝
℃
o
鎧
N
一
、
鯵
出
讐
罐
駄
億
冒
づ
o
P
＞
o
o
O
ヨ
℃
餌
ひ
q
b
σ
伽
、
O
昌
8
ヨ
欝
Φ
導
＆
H
①
℃
簿
『
O
・
切
。
凶
の
ω
o
，

ロ
鋤
α
ρ
ヴ
H
噛
障
⑪
島
こ
一
〇
◎
○
○
卜
Q
み
●
自
”
P
Φ
α
こ
一
c
O
c
O
ω
・

ω
『
ボ
ア
ソ
T
ド
氏
起
里
馬
民
法
三
組
患
部
』
ス
同
盟
接
こ
れ
簡
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
．

㈲
論
日
本
民
法
革
塞
（
物
権
は
明
治
一
五
年
九
月
、
人
権
は
明
治
一
六
年
四
月
）

　
　
　
段

　
㈲
　
℃
脱
。
｝
2
飢
Φ
○
○
血
①
O
ぞ
鵠
℃
o
鎧
「
一
、
国
ヨ
豆
村
①
α
ζ
冨
℃
o
P
＞
o
o
o
罎
℃
鈴
ひ
q
昌
φ
α
、
戸
営
8
諺
ヨ
①
簿
鯖
二
『
①
℃
簿
巴
○
．
じ
d
a
ω
。
。
o
麟
㌣

α
O
》
け
≒
）
一
〇
〇
c
o
c
Q
み
．
艶
コ
O
o
Q
O
④
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
ω
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
騨
修
正
民
法
草
案
註
釈
　
第
二
編
第
一
部
物
権
』
　
（
た
だ
し
、
第
三
編
下
巻
「
特
定
名
義
獲
得
ノ
部
」
の
末
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犀

の
片
隅
に
「
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
　
東
京
京
橋
区
銀
座
三
丁
目
十
七
番
地
　
予
行
社
竹
内
拙
三
郎
印
行
」
と
あ
る
の
で
、
各

巻
逐
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
）

㈹
罠
法
草
案
修
正
案
碧
㌍
譜
』
（
明
治
天
爵
三
月
三
百
）

　
㈲
『
民
法
草
案
　
財
産
編
、
取
得
編
、
鷺
保
編
、
澄
嫁
編
し

　
⑩
旧
民
法
（
入
手
容
易
な
の
は
、
仁
井
田
益
太
郎
解
題
割
．
、
奮
民
法
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
一
八
年
刊
）

　
⑳
　
℃
ε
審
け
良
Φ
O
o
鉱
①
O
一
く
二
〇
〇
鐸
憎
一
、
国
ヨ
豆
同
，
①
鳥
。
智
℃
o
詳
ン
o
o
o
皆
℃
蝉
α
q
ご
Φ
α
、
＝
路
8
B
ヨ
Φ
導
⇔
騨
①
℃
Q
脱
O
・
じ
d
o
岡
ω
。
。
o
等

黛
剛
ρ
　
⇔
o
ロ
＜
．
亀
（
｛
こ
『
一
コ
c
O
⑩
9
鉾
踏
コ
O
Q
“
⊃
ご
け
白
』
o
o
⑩
ご
け
宅
コ
○
○
⑩
こ

　
そ
れ
で
は
、
一
つ
の
条
文
を
取
り
出
し
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
順
序
を
示
し
て
お
く
．
所
有
権
の
内
容
を
現
．
燃
し
た
現
行
民
法
第
二
〇
六
條

ぱ
旧
民
法
財
産
編
第
三
〇
條
を
修
正
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
諸
草
案
の
異
同
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず

こ
の
規
定
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
4
3
の
で
あ
る
。
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第
五
四
四
條
　
所
有
権
と
は
法
律
ま
た
は
規
則
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
使
用
を
な
さ
な
い
か
ぎ
り
、

び
処
分
す
る
権
利
を
い
う
（
な
お
、
佛
蘭
西
民
法
（
H
）
（
外
国
法
典
叢
書
）
四
二
頁
参
照
）

絶
対
無
制
限
に
物
を
収
益
お
よ

ω
の
第
三
十
一
條
　
所
有
権
ト
ハ
法
律
又
ハ
別
段
ノ
契
約
ニ
シ
テ
定
メ
タ
ル
條
件
旧
遊
ヒ
一
箇
ノ
物
ヲ
最
モ
自
由
ナ
ル
方
法
二
使
用
収

益
シ
及
ヒ
之
レ
ヲ
庭
分
ス
ル
権
利
ヲ
謂
フ

旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
四
四
条
と
異
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
修
正
を
し
た
の
は
、
「
所
有
権
ハ
諸
多
ノ
権
利
中
ノ
最
モ
拡
充
ナ
ル
モ
ノ
ナ

リ
ト
難
モ
無
定
限
ノ
モ
ノ
二
野
ス
佛
蘭
西
成
典
二
無
定
限
ト
記
シ
タ
ル
ハ
蓋
シ
其
誤
ナ
リ
」
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
（
ω
三
の
二
一
頁
）
。

②
の
条
文
第
三
十
一
条
は
ω
と
同
一
で
あ
る
。

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
本
条
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
四
四
条
と
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
欠
陥
を
補
っ
た

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
　
「
収
益
権
ト
所
有
権
ト
ノ
ミ
ヲ
示
シ
使
用
権
ハ
措
テ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
ノ
」
の

よ
う
で
あ
る
」
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
ぱ
、
　
「
制
限
ナ
キ
方
法
二
因
リ
」
と
書
き
、
た
だ
ち
に
「
法
律
情
焔
規
則
二
禁
止
ス
ル
所
業
ヲ

為
ス
可
カ
ラ
ス
」
と
い
う
制
限
を
設
け
た
の
は
前
後
矛
盾
す
る
し
、
さ
ら
に
、
「
法
律
又
ハ
規
則
二
禁
止
ス
ル
所
業
ノ
ミ
ニ
付
制
限
ヲ
立

ル
」
が
「
常
人
ノ
契
約
日
囚
テ
」
制
限
す
る
場
合
を
落
し
て
い
る
点
を
挙
げ
る
（
②
一
六
四
一
一
六
五
頁
）
。

③
の
条
文
ば
つ
ぎ
の
ω
と
同
一
で
あ
る
。
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説
　
　
ω
の
第
三
十
一
條
　
所
有
権
ハ
法
律
又
ハ
格
段
ノ
合
意
ニ
テ
定
メ
タ
ル
限
度
ト
條
件
ト
ニ
循
ヒ
一
箇
ノ
物
ヲ
最
モ
十
三
シ
タ
ル
方
法
二

論
　
　
テ
使
用
シ
、
収
益
シ
及
ヒ
庭
分
ス
ル
自
然
ノ
権
利
ナ
リ
〔
第
五
百
四
十
四
条
〕

　
　
　
　
物
ノ
所
有
者
が
其
物
二
集
合
シ
又
ハ
之
二
附
従
ト
シ
テ
合
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
終
世
其
完
全
ノ
化
成
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ヲ
獲
得
ス
ル

　
　
　
ノ
規
則
及
ヒ
条
件
ハ
第
三
篇
二
設
定
セ
ラ
ル
瓦
モ
ノ
ト
ス

　
そ
の
注
釈
に
お
い
て
、
　
所
有
権
は
物
に
対
す
る
権
利
の
中
で
も
っ
と
も
強
力
な
も
の
で
あ
る
が
、
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
規
定
す
る
よ
う

に
、
完
全
な
権
利
で
は
な
く
、
公
益
、
隣
人
の
利
益
、
所
有
者
自
身
の
利
益
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
「
〔
五
十
六
〕
何
レ
ノ
国
二
塁
テ
モ
所
有
権
ハ
人
ノ
物
上
二
有
シ
得
ル
所
ノ
権
利
中
ノ
最
モ
拡
充
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
然
レ
ト
モ
所

有
権
ハ
夫
ノ
経
回
西
法
典
力
疑
ヒ
モ
無
ク
不
注
意
ヲ
以
テ
記
載
シ
タ
ル
カ
如
キ
完
全
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
非
サ
ル
ナ
リ
如
何
程
所
有
権
ハ
拡
充
ノ

モ
ノ
ナ
リ
ト
難
モ
公
益
及
ヒ
隣
人
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
定
メ
タ
ル
限
度
ヲ
有
シ
叉
時
ト
シ
テ
ハ
所
有
者
自
カ
ラ
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
制
限
セ
ラ

ル
・
モ
ノ
ナ
リ
」
　
（
㈲
一
七
八
i
⊥
七
九
頁
、
㈹
や
。
。
ω
）
。
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⑤
の
第
三
一
條
の
条
文
は
ω
と
同
一
で
あ
る
。

⑦
の
第
五
百
三
十
一
條
　
所
有
権
ト
ハ
最
モ
廣
ク
物
ヲ
使
用
シ
収
益
シ
及
ヒ
処
置
ス
ル
自
然
ノ
権
利
ヲ
云
フ
但
法
律
又
ハ
合
意
ヲ
以
テ

定
メ
タ
ル
制
限
及
ヒ
条
件
二
循
フ
ヘ
シ
〔
第
五
百
四
十
四
條
〕

　
所
有
者
其
所
有
物
二
合
騰
シ
又
沖
方
添
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
獲
得
シ
又
ハ
共
全
キ
化
成
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
獲
得
ス
ル
ノ
規
則
及
ヒ
條

件
ハ
第
三
編
ユ
之
ヲ
定
ム
〔
第
五
百
四
十
六
條
第
五
百
五
十
一
條
〕



旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

⑦
は
ω
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
訳
語
、
訳
出
に
整
理
と
工
夫
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

⑧
の
第
五
百
三
十
一
條
の
条
文
は
⑦
と
同
一
で
あ
る
。

　
明
治
二
〇
年
一
二
月
六
日
の
法
律
取
調
委
員
会
で
、

ぎ
の
よ
う
な
条
文
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

第
五
三
一
條
が
審
議
さ
れ
た
が
、
報
告
委
員
に
よ
っ
て
修
正
を
加
え
ら
れ
た
、
つ

　
第
五
百
三
十
一
条
　
所
有
権
ト
ハ
法
律
又
ハ
合
意
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
制
限
及
ヒ
条
件
二
従
フ
テ
最
モ
廣
ク
物
ヲ
使
用
シ
之
ニ
ョ
リ
収

益
シ
及
ヒ
之
ヲ
庭
分
ス
ル
自
然
ノ
権
利
ヲ
謂
フ
〔
第
五
百
四
十
四
条
〕

　
所
有
者
ノ
其
所
有
物
二
合
体
シ
若
ク
ハ
附
添
シ
タ
ル
モ
ノ
又
ハ
其
全
キ
変
体
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
取
得
ス
ル
ノ
規
則
及
ヒ
條
件
ハ

第
三
編
二
之
ヲ
定
ム
〔
第
五
百
四
十
六
條
〕

　
委
員
会
で
は
、
「
自
然
ノ
」
と
い
う
の
は
「
天
然
ノ
」
と
い
う
訳
の
誤
り
で
あ
る
旨
の
栗
塚
報
告
委
員
の
発
言
が
あ
っ
た
が
、
天
然

も
自
然
も
云
わ
な
い
方
が
よ
い
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
、
そ
の
削
除
が
決
定
し
て
い
る
（
法
典
調
査
会
民
法
草
案
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事

筆
記
自
第
一
回
至
第
五
回
（
学
振
版
）
一
〇
〇
丁
表
一
一
〇
三
丁
表
）
。

　
明
治
二
一
年
七
月
四
日
の
再
調
査
委
員
会
で
は
、
第
二
項
（
第
三
項
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
削
除
す
る
旨
の
建
議
が
今
村
和
郎
委
員
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
　
「
（
第
二
項
（
第
三
項
）
　
削
除
建
議
）
　
（
今
村
）
本
条
第
二
項
ヲ
冊
除
シ
タ
ル
ハ
添
附
ハ
悉
皆
獲
得
篇
二
記
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載
刷
セ
ル
ラ
以
テ
ナ
リ
　
可
決
ス
」
　
（
法
典
調
査
会
民
法
草
案
再
調
査
案
議
事
筆
記
第
一
巻
（
学
振
戦
）

説論
　
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
た
。

一
六
丁
表
）
。
　
こ
の
決
定
が
あ
っ
て
、
条
文

働
の
第
三
十
條
所
有
権
ト
ハ
自
由
二
物
ノ
使
用
、
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ヲ
謂
フ
此
権
利
ハ
法
律
叉
ハ
合
出
口
心
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ

非
サ
レ
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
「
ヲ
得
ス
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同
時
に
、
第
一
項
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
ま
た
、
　
州
．
広
ク
」
と
い
う
語
が
「
自
由
二
」
と
改
め
ら
れ
る
な
ど
若
干
の
字
句
の
修
正
が
提

案
さ
れ
、
い
ず
れ
も
賛
成
を
得
て
い
る
（
法
典
調
査
会
民
法
草
案
物
権
楽
譜
収
権
議
事
筆
記
、
民
法
草
案
財
席
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
第
一
回
至
第
六

回
（
学
振
版
）
七
八
丁
一
七
九
丁
裏
）
。

ω
の
旧
民
法
財
産
編
第
三
〇
條
所
有
権
ト
ハ
自
由
二
物
ノ
使
用
、
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
謂
フ

　
此
権
利
ハ
法
律
又
ハ
合
意
又
ハ
遺
言
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
⑪
の
第
三
一
条
の
条
文
は
㈹
と
同
一
で
あ
る
。
た
だ
、
㈹
で
は
、
所
有
権
を
制
限
す
る
も
の
と
し
て
「
法
律
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、

⑪
で
は
、
「
法
令
」
　
（
乏
い
。
闘
象
園
Φ
ぴ
q
δ
δ
Φ
算
。
。
）
　
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
釈
に
お
い
て
、
　
「
規
則
」
を
加
え
た
理
由
を

述
べ
　
（
ε
℃
．
。
。
①
）
、
　
さ
ら
に
、
　
所
有
権
が
遺
贈
、
遺
言
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か

（
8
や
。
。
①
）
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
該
当
豊
穣
を
付
加
す
る
程
度
の
修
正
で
、
紛
と
同
一
で
あ
る
。



旧民法の編纂過程にあらわれた諸草案（有地）

　
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
旧
民
法
財
産
編
第
三
〇
条
は
起
草
さ
れ
た
が
、
『
民
法
修
正
案
理
由
書
』
に
よ
れ
ば
、
現
行
民
法
第
二
〇
六
条

は
旧
民
法
財
産
編
第
三
〇
条
に
対
し
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
点
に
留
意
し
て
修
正
を
加
え
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。
O
定
義
の
体
裁
を
捨

て
規
定
の
実
体
か
ら
「
所
有
権
ノ
何
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
ム
」
、
⇔
　
原
文
の
第
二
項
が
所
有
権
は
本
来
無
制
限
な
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に

法
律
ま
た
は
合
意
で
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
を
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
所
有
権
と
い
え
ど
も
法
律
の
制
限
内
の
み

存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
、
⇔
　
「
警
察
命
令
」
の
よ
う
な
も
の
が
所
有
権
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
原

文
に
は
法
律
と
あ
っ
た
の
を
法
令
に
改
め
た
、
四
　
「
合
意
又
ハ
遺
言
」
を
省
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
は
所
有
者
の
所
有
物
の
使
用
、
収
益

ま
た
は
処
分
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
民
法
修
正
案
理
由
書
第
試
編
物
権
第
三
章
所
有
権
三
－
四
頁
）
。
と
く
に
、
⇔
の
点
に
関
し

て
、
　
「
民
法
発
布
後
二
改
版
シ
タ
モ
ノ
ニ
ハ
法
令
（
冨
H
o
一
簿
一
①
ω
冨
胞
①
ヨ
①
巨
ω
）
　
ト
改
元
オ
レ
リ
」
と
述
べ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

の
注
釈
書
⑪
を
起
草
に
際
し
て
参
照
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
行
民
法
の
財
産
法
の
諸
条
文
は
旧
民
法
と
連
続
性
を
も
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
旧
民
法
の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ

た
諸
草
案
を
も
参
照
し
て
お
り
、
現
行
民
法
の
系
譜
を
た
ど
る
際
に
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
、
第
二
草
案
の
ほ
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
、

旧
民
法
の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
草
案
、
旧
民
法
の
相
互
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
、

諸
草
案
の
相
互
の
順
序
を
確
定
し
た
い
と
の
願
い
か
ら
草
し
た
も
の
で
あ
っ
て
大
方
の
御
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
1
）
こ
の
草
案
は
＝
二
五
冊
で
、
第
一
条
か
ら
は
じ
ま
り
第
五
八
五
条
の
期
満
得
免
で
終
る
。
そ
し
て
、
第
五
八
六
条
か
ら
第
六
〇
〇
条
ま
で
の
自

　
　
然
債
務
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
文
は
、
勺
『
9
霧
鉱
。
O
o
α
①
O
貯
出
噂
。
β
『
一
．
国
ヨ
一
審
含
冨
℃
o
卸
＞
6
0
0
日
噂
①
α
q
9
画
、
§
0
9

　
　
旨
ヨ
窪
＄
罵
Φ
冨
噌
O
．
ゆ
。
冨
ω
o
昌
＆
9
一
ひ
α
こ
と
お
も
わ
れ
る
が
、
未
見
で
あ
る
。

（
2
）
第
二
編
財
産
篇
八
九
冊
を
物
権
之
部
、
人
権
之
部
上
、
下
の
三
冊
に
ま
と
め
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
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宗論

（
3
）

こ
れ
は
㈹
、
㈲
を
訳
出
し
た
も
の
で
、
す
で
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
ω
を
さ
ら
に
改
訳
し
て
手
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
九
大
所
蔵
本
に

よ
る
と
、
七
冊
で
あ
り
、
そ
の
構
成
は
、
第
二
編
物
権
（
全
）
　
第
二
編
第
一
部
物
権
第
五
〇
一
～
第
八
＝
二
条
、
七
四
〇
頁
・
第
二
編
人
権

（
全
）
第
二
編
第
二
部
人
権
即
債
権
井
目
義
務
ノ
総
則
第
八
一
四
i
第
＝
○
○
条
、
＝
四
八
頁
・
第
三
編
財
産
ヲ
獲
得
ス
ル
ノ
方
法
第
三

編
上
巻
第
一
一
〇
一
～
第
＝
一
五
四
条
、
九
二
〇
頁
・
同
第
三
編
中
巻
第
一
二
五
五
～
第
＝
二
七
三
条
、
七
一
〇
頁
・
同
第
三
編
下
巻
第
＝
二

七
三
～
第
一
五
〇
〇
条
、
五
六
九
頁
の
ほ
か
、
法
文
井
二
注
釈
ノ
増
補
改
正
三
七
頁
・
第
四
編
債
権
即
チ
人
権
ノ
抵
保
即
チ
担
保
第
一
五
〇
一

～
第
一
八
一
三
条
、
一
〇
二
〇
頁
・
第
五
編
誰
櫨
及
ヒ
時
効
第
一
八
一
四
～
第
二
〇
〇
“
条
、
七
八
五
頁
で
あ
る
。
こ
の
第
二
編
入
権
（
全
）

に
は
明
治
一
六
年
四
月
三
日
付
け
の
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
文
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
牢
。
い
2
蓄
O
O
α
Φ
Ω
＜
出
℃
。
賃
噂

剛、

葬
D
営
噌
①
ハ
ξ
宣
℃
o
P
戸
一
～
窺
が
醗
訳
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
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